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熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録第 ６ 回

平成21年３月16日（月曜日）

午前10時３分開議

午後０時54分閉会

本日の会議に付した事件

議案第57号 平成21年度熊本県一般会計予

算

議案第62号 平成21年度熊本県立高等学校

実習資金特別会計予算

議案第66号 平成21年度熊本県育英資金貸

与基金特別会計予算

議案第93号 学校保健法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について

議案第94号 熊本県立学校職員の給与に関

する条例及び熊本県市町村立学校職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第95号 主幹教諭の設置に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について

議案第96号 熊本県警察の警察署の名称、

位置及び管轄区域に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

議案第97号 熊本県警察職員定数条例の一

部を改正する条例の制定について

議案第98号 熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第99号 県民を振り込め詐欺被害から

守る条例の制定について

議案第100号 熊本県風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関する法律施行条例

の一部を改正する条例の制定について

「 『 』議案第108号 くまもと 夢への架け橋

教育プラン」の策定について

請第１号 県立高等学校再編整備計画に関

する請願

請第４号 熊本県立八代東高等学校定時制

の存続に関する請願

請第５号 熊本県立阿蘇清峰高等学校の存

続を求める請願

請第６号 県立高等学校再編整備計画に関

する請願

請第21号 熊本県立阿蘇清峰高等学校に食

品科の増設及び女子寮の新設を求める請

願

請第26号 高校再編統合計画において松島

商業高等学校の存続に関する請願

委員会提出議案の審議

県立高等学校再編整備等基本計画の実施

に際しての決議（案）

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて

報告事項

① 県立高等学校の再編整備等について

② 社会科問題作成・実施の経緯及び対

応等について

③ 物品調達等に関する不適正な事務処

理に係る調査報告について

④ 第８１号議案熊本県手数料条例の一

部を改正する条例の制定について

⑤ 第９１号議案熊本県収入証紙条例の

一部を改正する条例の制定について

出席委員（８人）

委 員 長 中 村 博 生

副委員長 池 田 和 貴

委 員 倉 重 剛

委 員 松 村 昭

委 員 早 川 英 明

委 員 堤 泰 宏

委 員 氷 室 雄一郎

委 員  田 大 造

欠席委員（なし）
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委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教育長 山 本 隆 生

総括教育審議員兼

教育次長 中 村 和 道

総括教育審議員兼

教育次長 新 井 久 德

教育次長 阿 南 誠一郎

首席教育審議員兼

教育政策課長 吉 村 孝

福利厚生課長 藤 本 和 夫

高校教育課長  開 純 洋

義務教育課長 木 村 勝 美

首席教育審議員兼

学校人事課長 由 解 幸四郎

社会教育課長 遠 藤 洋 路

人権同和教育課長 恵 濃 裕 司

文化課長 米 岡 正 治

体育保健課長 八十田 宏

首席教育審議員兼

施設課長 児 玉 邦 秋

高校整備政策監兼

高校整備推進室長 後 藤 泰 之

警察本部

本部長 横 内 泉

警務部長 茂 木 陽

生活安全部長 川 﨑 広 文

刑事部長 德 永 幸 三

交通部長 北 里 幸 則

警備部長 吉 田 親 一

首席監察官 古 川 幸隆

参事官兼警務課長 松 本 一 幹

参事官兼会計課長 吉 村 郁 也

総務課長 吉 長 立 志

参事官（生企・少年） 浦 田 潔

参事官兼刑事企画課長 池 部 正 剛

参事官兼交通企画課長 新 藤 俊 博

理事官兼交通規制課長 田 上 隆 章

参事官兼警備第一課長 桐 原 健 良

事務局職員出席者

議事課課長補佐 鹿 田 俊 夫

政務調査課課長補佐 楢木野 美紀子

午前10時３分開議

○中村博生委員長 それでは、ただいまから

第６回文教治安常任委員会を開会いたしま

す。

まず、本日の委員会に４名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

します。

それでは、本委員会に付託されました議案

を議題とし、これについて審査を行います。

まず議案について、教育委員会、警察本部

の順に執行部の説明を求めたいと思います。

なお、審査を効率よく進めるために、執行

部の説明は簡潔に着座のまま、よろしくお願

いいたします。

それでは教育長から総括説明を行い、続い

て担当課長から順次説明をお願いいたしま

す。

初めに、山本教育長。

○山本教育長 では座らせていただいて、失

礼いたします。

議案の説明に先立ちまして４点、御報告を

申し上げます。

まず第１点目、教育振興基本計画でござい

ます。本県の教育振興に関する方策を総合的

に取りまとめました初めての計画であります

ところの、くまもと「夢への架け橋」教育プ

ランを策定することにつきまして、今定例県

議会で御審議いただくために、議案として提

出いたしたところでございます。

さきの12月定例県議会の当委員会におきま

しても経過報告をさせていただきましたが、

昨年11月25日から12月24日までの30日間、県

政パブリック・コメント手続を実施しました
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ところ、県民の皆様から641件もの御意見を

いただきました。これらの御意見等を踏まえ

まして計画の一部を見直し、今回、県として

お手元にお届けいたしております別冊のとお

り計画案を策定したところでございます。

この計画は、平成21年度からの５年間、本

県の教育施策及び教育行政の基本方針となる

べきものでありまして、策定の後には本計画

を着実に推進していくため、県を挙げて取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、高校再編整備関係でございます。こ

れにつきましては去る２日の文教治安常任委

員会におきまして、その状況を御報告させて

いただいたところでございます。

その翌３日の教育委員会に出願者等の状況

報告をいたしまして、前期案件の実施につい

て最終的な判断についての審議を行いまし

た。

平成20、21年度の入学者等の推移を見まし

ても、再考を促すような大きな状況の変化は

見られず、高校段階で求められる教育環境を

整備していくためには再編整備は必要との判

断のもと、前期実施準備計画に沿って実施す

ることを決定いたしました。

したがいまして、今定例会に提案しており

ます関係予算につきましては、この計画を進

めていくための所要の予算でございますの

で、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

３点目。物品調達等における不適正な事務

処理についてでございます。

教育委員会における物品調達等に関する不

適正な事務処理に係る調査(最終報告書)につ

いて、一言申し上げたいと思います。

まず、２月20日の決算特別委員会並びに３

月２日の本委員会におきまして、今回行いま

した調査の中間報告を行いました。その直後

に県民の方々からのおしかりのお手紙をいた

、 、だくなど 改めまして事態の大きさを痛感し

重ね重ねおわびを申し上げる次第でございま

す。

特に、昨年11月に知事部局における不適正

な事務処理が判明しました後、とにかく県民

の皆様への説明責任をしっかりと果たすこと

を第１に、速やかに実態調査に取り組み、ま

ずは中間報告という形ではございましたが、

御報告をさせていただきました。

最終報告では、中間報告でお示しできなか

った再発防止策や職員等の責任についても明

示させていただいております。

今後は、今回の再発防止策が絵にかいたも

ちとならないよう、肝に銘じてまいりたいと

思います。

最終報告の詳細につきましては、後ほど教

育政策課長から説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。

最後に４点目、テスト問題の不適切な出題

についてでございます。

このたび、教職員の自主的な研究団体でご

ざいます熊本県中学校教育研究会社会科部会

が策定いたしました問題に、川辺川ダム建設

の賛否を問う問題が出題されました。

本県の状況、また関係しておられる方々へ

の心情を察しましたとき、不適切で配慮に欠

ける問題で、まことに遺憾に存ずる次第でご

ざいます。

県教育委員会といたしましても、今後こう

いう事案が再発しないように、事実関係を十

分把握し、市町村教育委員会と連携して、適

切な教育活動がなされるよう指導を徹底して

まいります。

それでは、今議会に提案しております教育

委員会関係の議案の概要について御説明申し

上げます。

まず、平成21年度当初予算につきまして、

第57号議案熊本県一般会計予算、第62号議案

熊本県立高等学校実習資金特別会計予算及び

第66号議案熊本県育英資金貸与基金特別会計

予算におきまして、総額1,595億3,000万円余

をお願いいたしているところでございます。
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また、済々黌高校管理棟改築工事等の債務負

担行為の設定をお願いいたしております。

以下、予算の主な内容について御説明いた

します。

まず、学力の向上につきましては、児童生

徒の学力を客観的に把握するための熊本県学

力調査や、ゆうチャレンジの問題開発・実施

を通しまして、指導上の改善点を明らかにし

ながら、研修会等を通じて教職員の指導力の

向上を図ってまいります。

いじめ不登校につきましては、いじめ・不

登校対策検討委員会において、その予防と解

消に向けた取り組みのあり方等を検討すると

ともに、スクールカウンセラーなどの活用を

通して教育相談体制の整備を図ってまいりま

す。

高校生の学力向上対策につきましては、地

域からのニーズの強い進学について、県立高

校13校を重点校として指定・育成し、生徒一

人一人の進学の夢を実現させますとともに、

大学等への進学率の向上に努めてまいりま

す。

高校生の就職につきましては、昨今の急激

な景気の悪化に伴う求人数の減少によりまし

て、就職内定率が悪化している状況にござい

ます。また、就職内定取り消しや採用条件の

変更等の事案も発生しておりますことから、

引き続き学校を挙げての求人開拓等の就職指

導ができるよう支援してまいります。

特別支援教育につきましては、教育上特別

の支援を必要とする子供たちが必要な支援を

受けられますよう、引き続き体制の整備や理

解啓発、教員等の専門性の向上を図ってまい

ります。また、知的障害のある児童生徒の増

加を踏まえまして、特別支援学校の適正な教

育環境を整備するため協議会を設置し、整備

計画を策定するなどの取り組みを進めてまい

ります。

社会教育につきましては、家庭及び地域の

教育力向上に向けた取り組みを進めてまいり

ます。

特に、現在策定中のくまもと「夢への架け

橋」教育プランにおいて、重点的取り組み事

項として位置づけられている家庭教育力の向

上に一層努めてまいります。

次に、人権教育につきましては、各学校の

管理職や人権教育主任を初め、全教職員の基

本的認識の確立と実践的指導力の向上に資す

るよう、各種人権教育研修の充実に努めてま

いります。

あわせまして、人権教育推進資料の作成や

社会教育における指導者の育成等を通して、

すべての人々の人権が尊重される社会の実現

を目指してまいります。

全国有数の古代山城である鞠智城の特別史

跡の指定に向けての取り組み、国営公園化の

推進へとつなげてまいりたいと考えておりま

す。

また、昨年、世界遺産国内暫定一覧表入り

を果たしました九州・山口の近代化産業遺産

群を初め、暫定一覧表入りを逃したものの候

補の中では高い評価を得ている阿蘇、さらに

長崎の教会群とキリスト教関連遺産への構成

資産入りを目指す天草につきまして、いよい

よ本格的なスタートの年度と位置づけ、推進

してまいります。

そのほか永青文庫展示室における展覧会の

開催や、常設される美術品などの調査研究を

行ってまいります。

運動部活動につきましては、適正で魅力あ

る運動部活動のより一層の推進を図りますと

ともに、運動部活動における教員の負担を軽

減するために、小学校運動部活動サポート事

業に取り組んでまいります。

学校施設の整備につきましては、済々黌高

校を初めとする４校の改築に取り組みますほ

か、耐震改修事業を計画的に行ってまいりま

す。

このほか緊急雇用対策として、現在、県単

独で就職ニーズの高い県立高校にキャリアサ
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ポーター15名を配置し、高校生の就職先の確

保に努めますとともに、失業者への短期の雇

用創出のため埋蔵文化財の発掘調査作業員と

して35名を増員しておりますが、４月以降も

国の補正による基金を活用した対策を継続し

てまいります。

最後に条例議案でございますけれども、以

、 、上 予算案について御説明申し上げましたが

条例議案としまして主幹教諭の設置に伴う関

係条例の整備に関する条例ほか２議案を提案

申し上げております。

詳細につきましては、担当課長からこの後

説明いたしますので、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

○吉村教育政策課長 教育政策課でございま

す。

初めに課の説明に先立ちまして、教育委員

会全体の予算案の総括的な説明を申し上げま

す。説明資料１ページをお開きください。

平成21年度当初予算総括表でございます。

上段の表、一般会計予算は総額1,579億9,000

万円余、骨格予算でありました平成20年度当

初予算と比較しましても、21億円余の1.3％

の減となっております。

減額の主な要因は、財政再生戦略への取り

組みによる歳出削減によるものであります。

人件費の割合が高い教育委員会では、大きな

減額となっております。

一般会計に２つの特別会計を加えました当

初予算総額は、1,595億3,000万円余、対前年

、 。比で20億9,000万円余 1.3％の減となります

それでは、教育政策課の当初予算について

御説明申し上げます。２ページをごらんいた

だきます。

まず教育委員会費1,352万8,000円は、教育

委員５人の報酬及び教育委員会の運営費とな

ります。

委員の報酬は、財政再建戦略に基づき委員

長７％、委員５％を削減しております。

次に、事務局費15億2,899万2,000円は、職

員148人の給与のほか、県立学校に校務用パ

ソコン等を段階的に整備する校務情報化推進

事業及び当課それから各教育事務所の経常的

な運営費でございます。

なお、職員の給与については、全所属共通

でございますけれども、職階に応じまして７

％から３％を削減しております。

また、教職員人事費５億1,341万円は、教

職員等の児童手当、恩給及び退職年金費４億

3,093万円は、現在の共済年金制度が始まる

以前に退職した教職員及びその遺族に対して

支給するものでございます。

以上、24億8,686万円余の予算となってお

ります。

引き続きまして、熊本県教育振興基本計画

案について御説明申し上げます。資料は、68

ページから72ページになります。

計画のポイントは 69ページの下段の４ く、 「

まもと『夢への架け橋』教育プラン」の概要

に書いておると思います。そこから説明申し

上げます。

まず総論で、家庭教育を中心とした幼児期

の教育の推進、生涯を通じて学びその成果を

適切に生かす社会の形成、社会全体で教育に

取り組む仕組みづくりの３つの柱を設定し、

本計画の理念を、未来を拓くくまもとの人づ

くりとしました。

この基本理念のもとに、ライフステージ別

あるいは項目別に、今後５年間にどのような

人づくりや教育を目指すのか、その指針とな

る基本的目標とその実現に向けての重点的に

取り組みむ事項を設定しております。

次に71ページからの各論でございますけれ

ども、71ページの下段になります。生涯学習

社会の形成と生涯学習社会の実現に向けた具

体的な取り組みについて、家庭、地域、学校

及び文化やスポーツの項目ごとに将来の目標

である目指す姿やその実現に向けた取り組み

の方向を設定し、必要に応じて保護者や産業
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界の皆様に取り組んでいただきたいことを、

呼びかけという形で表現しております。

本計画の内容等につきましては、これまで

も御説明しておりますので、本日はパブリッ

クコメントに寄せられた御意見、及び最近の

社会状況の変化等を受けて見直しました主な

部分についてのみ説明いたします。

初めにパブリックコメントの結果概要でご

ざいますが、団体を含む155名の方々から641

件の御意見をいただいております。それを内

容別に整理しました94件について、振興計画

に反映するものと今後の参考意見にとどめる

ものとに分類しております。これは、資料に

は特についておりません。

次に、厚手の議案108号をごらんいただき

たいと思います。主なところだけ、御説明い

たします。

まず、44ページをお開きいただきたいと思

います。

専門的な知識・技能の習得というところが

ございます。ここでは、新たな課題である高

校生の就職支援等に関しまして、取り組みの

方向の最後に１項目追加しております。

それから、46ページの人権教育の推進でご

ざいます。これにつきましては、本文の５行

目から、拉致問題について詳しく記載すると

ともに、取り組みの方向の３つ目の項目を具

体的な記述に変更しております。

続きまして、47ページでございます。

道徳教育の充実のところでございます。取

り組みの方向に記載しております項目につき

まして、研修等を通じた教師の指導力の向上

あるいは魅力的な教材の開発等を盛り込ん

で、より具体的な内容に改めております。

それから右の48ページでございますが、項

目名のふるさとを愛する態度の醸成の頭に、

「 」 。我が国や ということを追加しております

この語句は、教育基本法の文言を踏襲したも

のでございますが、計画案にあるすべてのフ

レーズで追加しております。

少し飛びまして、64ページをお開きいただ

きたいと思います。

男女共同参画教育の推進のところでござい

ますが、ここでは、目指すべき姿を「子ども

たちが互いの人権を尊重し、性別にかかわり

なく、それぞれの個性や能力を十分に発揮で

きている」とするとともに、取り組みの方法

の４つ目でございますけれども 「家庭科や、

道徳の時間などを通じて、家族で協力し、よ

り充実した家庭教育を築くことの大切さを教

えていきます 、これを追加しております。」

それから、かなり飛びまして88ページでご

ざいます。

ここは安全対策の充実のところでございま

すけれども、新たな重要課題でございます新

型インフルエンザ対策としまして、取り組み

の方向の一番下でございます 「学校におけ、

る予防と被害の拡大防止に向けた体制整備」

というのを追加しております。

以上で、教育振興基本計画の説明を終わり

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。

○藤本福利厚生課長 福利厚生課でございま

す。資料の３ページをお願いいたします。

事務局費でございますが、348万4,000円を

お願いいたしております。これは課の運営費

及び事務局職員の定期健康診断に要する経費

でございます。

教職員人事費でございますが、２億4,319

万2,000円をお願いいたしております。

内訳としましては、まず教職員住宅建設事

業費でございますが、平成14年度以降新規に

建設はしておりませんが、平成８年度から平

成13年度までに建設した教職員住宅に係る公

立学校共済組合の償還金等及び平成21年度に

廃止を予定しております教職員住宅の解体に

要する経費でございます。

次に教職員住宅等管理費は、教職員住宅の

維持、修繕に要する経費でございます。
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最後に、教職員福利厚生事業費でございま

すが、教職員の福利厚生に関する事業を計画

し実施するものでございまして、事業内容と

しましては、人間ドックを中心とした教職員

の健診事業等に要する経費でございます。

以上、総額２億4,667万6,000円でございま

す。

よろしく御審議のほどを、お願いいたしま

す。

○開高校教育課長 高校教育課でございま

す。資料の４ページをお願いいたします。

まず、一般会計予算について、主なものを

御説明申し上げます。

事務局費は4,275万4,000円をお願いしてお

ります。資料右端の説明欄の事務局運営費等

のうち、(2)の県立高等学校教育整備推進事

業は、中期実施準備計画の策定や募集定員対

策などの再編整備の推進等に要する経費でご

ざいます。

(3)の県立特別支援学校教育整備推進事業

は、特別支援学校における児童生徒増加への

対応等喫緊の課題を解決する必要があり、適

正な教育環境の整備に向けたあり方検討を行

うための協議会の設置運営に要する経費でご

ざいます。

次に、教育指導費は、３億1,035万5,000円

をお願いしております。資料の５ページをお

願いいたします。

資料右端の説明欄の(5)の地域重点校育成

推進事業は、地域から特に進学に対するニー

ズが高い学校を指定して育成し、生徒１人１

人の進学の実現を図り、またそのノウハウを

県全体へ波及させ、指導力の向上を図るため

の経費でございます。

(6)のキャリア教育推進事業は、インター

ンシップやデュアルシステム等を通して、生

徒に望ましい勤労観、職業観、実際的な知識

技能を身につけさせ、社会に貢献する能力や

態度を育成するための経費でございます。

資料の６ページをお願いいたします。

資料右端の説明欄の４の(2)にあります、

がんばる高校生県表彰事業につきましては、

県立学校において学業、スポーツ、文化活動

などさまざまな分野でがんばる高校生を表彰

し、研修旅行等を実施するための経費でござ

います。

資料７ページをお願いいたします。

学校建設費の８億1,811万8,000円は、宇土

高校及び八代高校への併設型中高一貫教育導

入に伴い、必要な技術家庭棟や体育館技術棟

などの施設整備費及び平成22年４月開校予定

の上天草新校実習棟の施設整備費でございま

す。

資料の８ページをお願いいたします。

県立高等学校実習資金特別会計繰出金3,89

7万6,000円は、県立高等学校実習資金特別会

計へ繰り出すものでございます。

以上、一般会計は14億3,517万円をお願い

しております。

続きまして、特別会計について御説明いた

。 。します 資料の９ページをお願いいたします

まず、熊本県立高等学校実習資金特別会計

でございます。農業高等学校費の１億7,002

万6,000円は、農業関係高等学校12校の実習

運営に関する経費でございます。

水産高等学校費の6,625万3,000円は、苓洋

高等学校における実習船及び校内実習の運営

費でございます。

次に、熊本県育英資金貸与基金特別会計で

ございます。

育英資金貸与金の13億738万3,000円は、高

校生、大学生等を対象とした育英資金の貸与

等の経費でございます。

今回、経済的理由により大学への就学が困

難な方の学ぶ機会を確保するため、大学貸与

の新規の採用枠を30人から50人に拡大をお願

いしております。

以上、特別会計につきましては15億4,366

万2,000円をお願いしております。
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一般会計及び特別会計の総額は、29億7,88

3万2,000円でございます。

最後に、資料の25ページをお願いいたしま

す。

今回、債務負担行為の設定につきまして、

２項目の設定をお願いしております。

１項目目は、併設型中高一貫教育導入に伴

う施設整備につきまして、平成22年度にかけ

て整備を行うため、限度額３億3,705万5,000

円の設定をお願いしております。

２項目目は、育英資金管理システム用のパ

ソコン等を賃貸借契約の更新を平成26年度ま

での期間行うため、限度額371万2,000円の設

定をお願いしております。

以上、御審議のほど、よろしくお願いいた

します。

○木村義務教育課長 義務教育課でございま

す。

説明資料の10ページから12ページをお願い

いたします。

一般会計の教育指導費２億3,964万5,000

円、教育センター費6,153万9,000円及び保健

体育総務費474万4,000円、総額３億592万8,0

00円をお願いしております。

10ページの資料見出しの説明欄をくださ

い。主なものについて御説明させていただき

ます。

まず、１の指導行政事務費でございます。

指導行政事務費は、教育事務所等の学校への

指導訪問や各種連絡会議等の開催に要する経

費でございます。

、 、次に ２の学校教育指導費でございますが

(1)の環境教育推進事業は、環境再生と立ち

上がる水俣の姿を現地における体験を通して

学習するこどもエコセミナー及び環境保全活

動の定着を図るための学校版環境ＩＳＯコン

クールに要する経費でございます。

(7)の学力向上対策事業は、教員の指導力

向上のための研修に要する経費及び児童生徒

の学力の状況を客観的に把握できる評価問題

の開発や調査の実施等を通して、教員の指導

方法の工夫改善を推進し、児童生徒の学力向

上を図るために要する経費でございます。

11ページをお願いいたします。

３の教員研修費でございますが、(4)の指

導改善研修事業は、指導が不適切な教諭等の

指導力を回復し学校へ復帰させるため、教育

センターで原則１年間の集中した研修を行う

ための経費でございます。

４の児童生徒の健全育成費でございます

が、(2)のいじめ・不登校対策総合推進事業

は、いじめや不登校の解消及び未然防止のた

め、いじめ・不登校対策検討委員会の設置、

及びスクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカー等の配置による教育相談体制等

の整備に要する経費でございます。

続きまして、12ページの教育センター費で

ございます。

これは県立教育センターの光熱水費等の管

理運営費、及びセンターにおいて実施する研

修事業、情報教育のための機器のリースに要

する経費等でございます。

最後に、保健体育総務費でございます。

(1)の食育推進事業は、食育推進のための

指導者の養成研修や、指定校等による研究及

び実践発表会を実施するために要する経費で

ございます。

以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。

○由解学校人事課長 学校人事課でございま

す。

説明資料の13ページをお願いいたします。

本課の予算の主なものは、教職員の退職手

当を含みます人件費、また県立学校の運営費

でございます。

まず、事務局費３億2,249万7,000円でござ

いますけれども、教育委員会事務局職員の退

職手当でございます。
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次に、教職員人事費115億2,508万2,000円

は、説明欄の１にございますように、大部分

が教職員の退職手当でございます。

また、説明欄の６でございます 「夢への。

架け橋」教育支援事業、これは新規事業とい

たしまして6,528万3,000円をお願いしており

ます。この事業につきまして、簡単に説明さ

せていただきます。

退職教員等を活用いたしまして、教員と子

どもの向き合う環境づくりを行いまして、学

力向上や教員の負担軽減を図るものでござい

ます。３つの事業で構成してございます。

１つが、教育サポート事業でございます。

この事業は、希望する小中学校に非常勤講師

を配置いたしまして、学校に出てきてもなか

なか教室に入れずに、保健室に閉じこもって

おったり、また休みがちな生徒に対しまして

個別的に学習指導を行ったり、あるいは小学

校３年生を対象にいたしまして、算数の授業

強化等を行うものでございます。

また、あわせまして特別支援学校におきま

して、非常勤の介助員を配置いたしまして、

重複学級あるいは重度の児童生徒に対しまし

て、学習指導や生活指導を行うものでござい

ます。

次の２つ目でございます、地域教育力を活

用した学習向上アドバイザー事業でございま

す。学習向上アドバイザーを放課後子ども教

室等に派遣いたしまして、地域の教育力を活

用いたしまして、授業以外での学習指導を行

うものでございます。

３つ目でございます、家庭教育支援員配置

事業でございます。これは家庭教育支援員を

希望いたします小中学校に配置いたしまし

て、保護者に対して家庭教育にかかる情報や

学習機会を提供するとともに、家庭や教員か

らの相談対応等を実施いたしまして、家庭教

育力を向上させるものでございます。

次に、教職員費612億6,904万円でございま

す。小学校の教職員の給与費及び旅費でござ

います。

次の教職員費344億2,593万7,000円は、中

学校の教職員の給与費及び旅費でございま

す。

14ページをお願いいたします。

高等学校総務費273億8,263万8,000円につ

きましては、高等学校の教職員に係る給与費

また非常勤講師に係ります報酬等の学校運営

費でございます。

次の全日制高等学校管理費17億823万3,000

円 また次の定時制高等学校管理費3,126万9,、

000円、またその下の通信教育661万7,000円

につきましては、それぞれの学校の光熱水費

や施設維持管理費等の運営費及び教職員旅費

でございます。

次に、特別支援学校費85億1,443万7,000円

でございます。主なものは、説明欄の１の特

別支援学校の教職員の給与費でございます。

また、３の就学奨励費でございますけれど

も、特別支援学校に通います児童生徒を持つ

保護者の経済的な負担軽減を図るための経費

でございます。

以上、総額1,451億8,575万円の予算をお願

いしております。よろしく御審議をお願いい

たします。

続きまして27ページをお願いいたします。

議案第93号学校保健法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定についてでございます。

この条例は、学校保健法等の一部を改正す

る法律の中で、学校給食法第５条の２が第６

条に改められたことに伴いまして、同条を引

用しております２の内容にございます(1)熊

本県立学校及び熊本県市町村立学校の学校栄

養職員及び事務職員の休職の特例に関する条

例、及び(2)熊本県市町村立学校職員のへき

地手当等に関する条例の関係規定を整理し、

あわせましてその他文章の文言の整理を行う

ものでございます。

なお、施行日は平成21年４月１日、文言の
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整理につきましては公布の日としておるとこ

ろでございます。

続きまして、資料の31ページをお願いいた

します。

議案第94号熊本県立学校職員の給与に関す

る条例及び熊本県市町村立学校職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでございます。

この条例は、県立学校職員及び市町村立学

校職員の教員特殊業務手当及び義務教育等教

員特別手当の見直し等に伴いまして、関係規

定を整備するものでございます。

２の内容でございますけれども、(1)義務

教育等教員特別手当につきましては、国にお

きまして教員給与の一部見直しの一環といた

しまして 手当額が給与の3.8％相当分から3.、

0％相当分に引き下げられたことに伴いまし

て、本県でも手当額を引き下げる必要が生じ

たものでございます。具体的には、最高額の

２万200円を１万5,900円に引き下げることと

しております。

次の(2)教員特殊業務手当についてでござ

います。非常災害時等の緊急業務、また修学

旅行等の引率指導業務、また週休日等に行わ

れます部活動指導業務等に従事した教員に支

給されます手当の１つでございますけれど

も、国において手当額をこれまでの倍額とす

る見直しが行われております。本県でもそれ

に対応いたしまして、各業務におきます手当

の額を、この表にありますとおり引き上げる

こととしておるところでございます。

その他、文言の整理を行うこととしており

ます。

なお、施行日は平成21年４月１日、また文

言の整理につきましては公布の日としており

ます。

続きまして、資料の37ページをお願いいた

します。

議案第95号主幹教諭の設置に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定についてでござい

ます。主幹教諭とは、学校におきます組織運

営体制や指導体制の確立を図るため、学校教

育法の改正によりまして副校長及び指導教諭

とともに設けられた新たな職でございます。

、 、主幹教諭の職務内容といたしまして 校長

教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理す

るとともに、児童生徒の教育をつかさどるこ

ととされておるところでございます。

昨年の12月の教育委員会におきまして、平

成21年度から16名の主幹教諭を小学校、中学

校、高等学校及び特別支援学校に設置するこ

とが決定されたところでございます。この主

幹教諭の設置に伴いまして、２の内容の(1)

熊本県立学校職員の給与に関する条例、また

(2)熊本県市町村立学校職員の給与に関する

条例及び(3)熊本県義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置条例の３つの

条例におきまして関係規定を整備する必要が

ございます。

主な内容といたしましては、次の38ページ

をごらんいただけますでしょうか。

この表は、県立学校職員の給与表でござい

ますが、このページの下にございます表で左

側が現行の給料表、右側が改正後の給料表で

ございます。

改正後の給料表のように、給料表の２級、

これが一般教諭に適用されます給料表、また

３級、教頭に適用されます給料表でございま

すけれども、この２級と３級の間に新たに主

幹教諭の職務の給料といたしまして、特２級

を設けることとしております。

その他、この３つの条例におきまして、主

幹教諭に係る文言の整理を行うこととしてお

ります。

なお、施行日は平成21年４月１日としてお

るところでございます。

以上が、今議会で提案しております議案の

概要でございます。よろしく御審議のほど、

お願いいたします。
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○遠藤社会教育課長 社会教育課でございま

。 。す 資料は15ページと16ページでございます

社会教育総務費及び図書館費で、合計12億

4,318万7,000円をお願いしております。

主なものについて御説明いたします。

資料の15ページ、社会教育総務費でござい

ます。

右側の説明欄の２、地域・家庭教育力活性

「 」 、化推進事業費の(1) 親の学び 推進事業は

各家庭に対して行う家庭教育に関する学習機

会、情報、相談機会の提供等に要する経費で

ございます。

(4)の放課後子ども教室推進事業は、小学

校において放課後や週末に学習活動やスポー

ツ、文化活動、地域住民との交流活動などを

実施する市町村に対する経費の補助や、県が

実施する指導者研修事業に要する経費であ

り、国と県の補助事業でございます。

(5)の学校支援地域本部事業は、地域全体

で学校教育を支援する体制づくりを推進する

ために行う、学校と地域を結ぶコーディネー

ターの配置等に要する経費であり、全額、国

庫の委託事業でございます。

４の社会教育諸費の(1)青少年教育施設管

理運営費は、４つの県立青少年教育施設の指

定管理者制度導入に伴う施設管理運営の委託

経費でございます。

16ページをお願いします。

図書館費でございます。

図書館費の主なものは、県立図書館の職員

の給与費及び図書館の管理運営費等でござい

ます。

また、下にございます青年の家費及び少年

自然の家費につきましては、前年度まで青少

年教育施設の管理運営費を計上しておりまし

、 、たが 今回は指定管理者への委託経費として

社会教育総務費へ計上がえを行ったため、本

年度の予算はございません。

以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。

○恵濃人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。資料の17ページをお願いいたし

ます。

まず、教育指導費844万円は、学校教育指

導費としまして人権教育管理費及び人権教育

に係る教職員の指導力の向上を図るための各

種人権教育研修事業費並びに研究指定校推進

事業費等、学校における人権教育推進に要す

る経費でございます。

次に、教育振興費3,002万8,000円は、高等

学校等進学奨励事業費として、地域改善対策

に伴います就学資金借入者からの返済に伴い

ます国庫補助相当分への国への償還金と就学

資金の返還事務に要する経費でございます。

次に、社会教育総務費1,762万6,000円は、

人権教育振興費としまして啓発資料作成、社

会教育関係団体の事業費補助、人権フェステ

ィバル事業の運営と各種啓発事業の実施、ま

た市町村の地域人権教育指導員や行政担当者

を対象としました研修事業の社会教育におき

ます人権教育推進に要する経費でございま

す。

以上、人権同和教育課の当初予算の合計額

は、5,609万4,000円でございます。御審議の

ほど、よろしくお願い申し上げます。

○米岡文化課長 文化課でございます。資料

は18ページでございます。

文化費10億6,297万円をお願いしておりま

す。

説明欄の主なものについて御説明いたしま

す。

３の文化財調査費の主なものは、国などの

公共事業に伴い県が受託した埋蔵文化財発掘

調査に要する経費でございます。

この経費は、事業主である国等が全額負担

しております。

次に４の文化財保存管理費のうちの主なも

、 、のは (1)世界文化遺産登録推進事業ですが
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阿蘇を初めといたします世界文化遺産候補の

登録推進に要する経費でございます。

また、19ページでございますが、19ページ

の(6)文化財収蔵庫管理は、昨年、城南町に

移転いたしました文化財収蔵庫の改修費と、

これまで文化財収蔵庫として利用しておりま

した渡鹿、月出にございます建物の解体に要

する経費でございます。

そのほか(7)、(8)が県立装飾古墳館に係り

ます管理運営費、調査活動費でございます。

(9)が国指定史跡鞠智城の管理運営費、発

掘調査及び利用者の利便性の向上を図るため

の公園整備費などでございます。

次に、美術館費４億2,101万4,000円をお願

いしております。主なものは、２の管理運営

等に要する経費のほか、20ページの４の展覧

会事業費は、美術館本館における企画展、地

元報道機関等の共催展及び学校での巡回展を

開催する経費でございます。

最後に、５の永青文庫推進事業費は、永青

文庫展示室におきます展覧会の開催や、常設

展示に活用していく美術品などの調査研究や

修復などに要する経費でございます。

以上、文化課分は総額14億8,398万4,000円

でございます。御審議のほど、よろしくお願

いいたします。

○八十田体育保健課長 体育保健課でござい

ます。資料は、21ページから22ページでござ

います。

説明欄の主なものについて御説明いたしま

す。

まず、保健体育総務費として４億9,147万

円をお願いしております。

２の学校保健給食振興費のうち、(1)の保

健管理・指導事業は、日本スポーツ振興セン

ター事業に係る災害共済給付金や県立学校の

学校医等に対する報酬に要する経費でござい

ます。

次に、体育振興費として３億137万8,000円

をお願いしております。主なものは、１の学

校体育振興費のうち(2)の学校体育関係団体

育成事業は、全国高等学校総合体育大会等へ

の選手派遣に要する経費でございます。

２の社会体育振興費のうち(2)の社会体育

振興に関しましては、県民体育祭開催の補助

金や国体及び九州ブロック大会の選手団派遣

に要する経費でございます。

(3)の競技スポーツ振興に関しては、国体

を初めとする各種大会に向けた競技力の維持

強化等に要する経費でございます。

なお体育振興では、ほかに小学校運動部活

動サポート事業など、退職教職員を含む地域

スポーツ人材活用事業に取り組むことにして

おります。

最後に、体育施設費として10億7,896万6,0

00円をお願いしております。

１の県営体育施設管理費は、県民総合運動

公園等６つの県営体育施設の管理運営に要す

る経費で、ほとんどが指定管理の委託料でご

ざいます。

２の県営体育施設整備費は、県立総合体育

館の消防用設備の整備に要する経費でござい

ます。

以上、総額18億7,181万4,000円をお願いし

ております。御審議のほど、よろしくお願い

申し上げます。

○児玉施設課長 施設課でございます。資料

は23ページでございます。

歳出予算の主な内容について御説明申し上

げます。

事務局費でございますが、市町村立学校施

設整備事業の指導監督事務費としまして、51

1万1,000円をお願いしております。

全日制高等学校管理費でございますが、県

立学校61校の施設の維持管理に要する経費と

しまして２億3,426万3,000円をお願いしてお

ります。

学校建設費でございますが、県立高等学校
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の施設整備などに要する経費としまして、30

億321万1,000円をお願いしております。

このうち主な内容を申し上げますと、２の

校舎新・増改築事業は、済々黌高校の管理棟

改築工事、熊本商業高校の校舎南棟改築工事

及び既存教室等解体工事、翔陽高校教室棟改

築の基本及び実施設計、球磨工業高校管理棟

改築工事の基本構想に要する経費でございま

す。

次に、24ページをお願いします。

４のその他施設整備事業は、県立高等学校

校舎などの改修に要する経費でございます。

５の耐震改修事業及び６の耐震診断事業

は、県立高等学校施設の耐震改修工事及び耐

震診断に要する経費でございます。

次に、特別支援学校費でございますが、県

立盲・ろう・養護学校16校の施設整備、維持

管理及び耐震改修並びに耐震診断に要する経

費として、４億3,207万6,000円をお願いして

おります。

以上、総額は36億7,491万1,000円でござい

ます。

続きまして、債務負担行為の設定について

御説明申し上げます。

資料の26ページをお願いいたします。

済々黌高校の管理棟改築工事、熊本商業高

校の既存教室等解体工事、翔陽高校教室等改

築事業の基本及び実施設計につきましては、

平成21年度、22年度の２カ年での事業執行を

予定しております。

以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。

○中村博生委員長 それでは続きまして、警

察本部の方から説明をお願いいたします。

初めに、横内警察本部長。

○横内警察本部長 それでは、着座のまま説

明させていただきます。

中村委員長を初め委員の皆様方には、この

１年間、警察行政の各般にわたり深い御理解

と温かい御支援をいただき、まことにありが

とうございました。県警察を代表し、衷心よ

りお礼申し上げます。

まず、提出議案の説明に先立ち、先週末に

報道されました御船警察署員による酒気帯び

運転事案の発生につきまして、本席をおかり

して、委員の皆様並びに県民の皆様に心より

おわびを申し上げます。

全国的に飲酒運転追放の機運が高まり、県

民を挙げて飲酒運転撲滅に取り組んでいる

中、その中核として取り締まりを行う警察官

がこのような事案を発生させたことは、まこ

とに痛恨の極みであります。

今回の発生を受け、緊急の部長会議及びブ

ロック署長会議を開催し、飲酒に起因する非

違事案防止対策の徹底について指示を行った

ところでありますが、今後は警察本部に職員

の身上指導を強化するための新たな職である

人事管理官を設置するなど、組織を挙げて非

違事案防止に努めてまいる所存でありますの

で、委員の皆様には御指導をよろしくお願い

申し上げます。

それでは、議案の説明に移らせていただき

ますが、今議会に提出しております警察関係

議案は、予算関係が１議案、条例関係が５議

案の、計６議案であります。

まず予算関係についてでありますが、第57

号議案平成21年度熊本県一般会計予算、これ

は平成21年度の当初予算として、警察費総額

401億5,974万円余をお願いするものでありま

す。

詳細につきましては、この後、担当課長か

ら御説明申し上げますが、主なものを申し上

げますと、警察と地域のボランティアが連

携・協働して犯罪抑止活動などに当たる地域

連携モデル事業を熊本市以外の地区に拡大す

るため、その担い手であります交番相談員を

増員するもの、高齢者や子供の交通事故防止

を図るため、スタントマンを活用し事故現場
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を再現するなど、実体験的な講習等を実施す

るもの、今後発生の懸念される新型インフル

エンザ対策として、12月補正で１次的に整備

しました感染症防護対策キットの追加整備等

を図るもの、捜査経験豊富な退職警察官を非

常勤職員として任用し、実務を通じて若手警

察官への捜査技能等の伝承を図るため、捜査

実務指導伝承官を増員するもの、現熊本東警

察署庁舎の移転・新築にあわせ、本部集中留

置施設、本部道場及び機動捜査隊を併設した

熊本市東部地区における治安拠点となる複合

施設を整備するべく、その基本設計及び地質

調査を委託するものなどであります。

このほか、本委員会での報告事項ではござ

いませんが、今回、緊急雇用創出基金を活用

して、警察関係では犯罪抑止のため、繁華街

等のパトロール活動や振り込め詐欺防止に向

けたＡＴＭ警戒等を民間に委託するセーフテ

ィパトロール委託事業、新たに雇用する高齢

者等交通安全教育・防犯広報啓発支援要員が

高齢者世帯を戸別訪問し、振り込め詐欺被害

や交通事故防止の広報啓発を図る、高齢者等

を対象とした交通安全教育・防犯広報啓発支

援事業などを実施することについて、経済常

任委員会において報告がなされていることを

申し添えさせていただきます。

昨年、刑法犯の認知件数や交通事故による

死傷者数が大きく減少したことにつきまして

は、さきの当委員会において御報告したとこ

ろでありますが、本年に入ってタクシーや郵

便局等を対象とした強盗事件が相次いで発生

しているほか、交通死亡事故や振り込め詐欺

も増加傾向にあり、現下の経済不況、雇用不

安等が治安に与える影響等を考えますと、こ

れまで順調に改善してきた本県の治安が再び

悪化に転ずることも懸念されるところであり

ます。

このため、県警察としましては、治安のさ

らなる改善に向け、平成21年度においても組

織を挙げた治安対策を強力に推進し、県民の

期待と信頼にこたえてまいりたいと考えてお

りますので、委員長初め委員の皆様方におか

れましては、今後とも警察活動に対する御理

解と御支援をよろしくお願い申し上げます。

次に、条例関係について申し上げます。

第96号議案熊本県警察の警察署の名称、位

置及び管轄区域に関する条例の一部を改正す

る条例の制定、これは熊本市の住居表示整備

事業による町名変更に伴い熊本北警察署の管

轄区域の表記の一部を改めるもの、第97号議

案熊本県警察職員定数条例の一部を改正する

条例の制定、これは本県警察官が12人増員さ

れることから、熊本県警察職員の定数等を改

めるもの、第98号議案熊本県警察の職員の特

殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定、これは感染症の取り扱いや作業の

特殊性に応じた警察職員の特殊勤務手当の新

設、見直しに伴い関係規定を整備するもの、

第99号議案県民を振り込め詐欺被害から守る

条例の制定、これは平成20年中の振り込め詐

、欺による被害が約２億3,200万円に上るなど

県民に身近な犯罪として著しい脅威を与えて

いる現状にかんがみ、被害から県民を守るた

めに、県、県民及び事業者の責務を明らかに

するとともに、県民総ぐるみで被害防止に取

り組むため、新たに条例を制定するもの、第

100号議案熊本県風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律施行条例の一部を改

正する条例の制定、これは犯罪者予防更正法

の廃止等に伴い、これを引用している関係規

定等を整備するものであります。

これらの議案の詳細につきましては、後ほ

ど担当課長から御説明申し上げますので、御

審議のほどよろしくお願いいたします。

なお、総務常任委員会で御審議いただいて

おりますところの熊本県手数料条例の一部を

改正する条例の制定概要、熊本県収入証紙条

例の一部を改正する条例の制定概要につきま

しても、後ほど担当課長から御説明申し上げ

ますので、よろしくお願いいたします。
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最後に、物品調達等に関する不適正な事務

処理に係る調査の最終報告について一言申し

上げます。

本調査につきましては、これまで外部調査

委員会の御指導のもと、知事部局と同様に調

査を進めてまいりましたが、さきの当委員会

で御報告をさせていただきましたとおり、県

警察におきましては平成15年度における差し

かえに該当する事案が１件確認されました。

今後は、本件を反省教訓としつつ、外部調

査委員会の御指導のもと取りまとめられまし

た再発防止策に沿った施策の履行に努めてま

いりますとともに、警察本部会計監査室によ

る監査や、職員に対する会計事務指導等を強

化し、会計経理の一層の適正確保に努めてま

いる所存であります。

なお、最終報告の詳細につきましては、後

ほど担当課長から御報告させていただきま

す。

以上であります。

○吉村会計課長 それでは私の方から、警察

本部の予算関係議案につきまして、お手元の

資料に基づき御説明いたします。

第57号議案平成21年度熊本県一般会計予算

の警察費につきましては、まず、お手元の資

料６ページをごらんください。

本年度の欄に記載しておりますとおり、警

察費総額401億5,974万1,000円をお願いして

おります。総額で、前年比約23億円の減額と

なっておりますが、これは職員給与削減等に

伴う人件費の減額、約13億円、水俣警察署の

整備終了に伴う減額、約６億円等が主な要因

となっております。

それでは資料１ページに戻っていただきま

して、内容について御説明いたします。

、 、まず 公安委員会会費総額729万3,000円は

公安委員会の報酬及び公安委員の運営に必要

な経費でございますが、委員報酬の削減によ

り減額となっております。

次に、警察本部費総額341億3,446万8,000

円は、職員の給与、警察業務の管理等に必要

な経費でございます。

順次、主要な項目について御説明させてい

ただきます。

説明欄３の警察一般管理費のうち(18)の警

察統合ＯＡ整備費は、既設機器の維持管理費

等、警察行政のＯＡシステム化を図るための

経費でございます。

２ページに移ります。

装備費総額４億8,489万3,000円は、県警保

、 、 、有の車両 船舶 ヘリコプター等の維持管理

資機材の整備及び各種警備活動に必要な経費

でございます。

説明欄の警察装備品維持管理費のうち(7)

の災害等緊急事態対策の強化は、新型インフ

ルエンザ対策に要する経費1,425万2,000円で

あります。

新型インフルエンザに対する県警の危機管

理体制強化の観点から、感染症防護対策キッ

ト、検死従事者用防護服、遺体収納袋、緊急

事態対策用生活キットを整備するための経費

でございます。

次に、警察施設費総額７億5,184万9,000円

は、警察施設の整備及び維持管理に要する経

費でございます。

説明欄の２の警察施設整備費のうち(6)の

新熊本東警察署庁舎等整備事業は、現熊本東

警察署庁舎の老朽化、狭隘化、耐震強度不足

から移転新築を行うとともに、本部集中留置

施設、警察本部道場及び機動捜査隊を併設す

ることで治安基盤の強化を図り、あわせて熊

本市内における防災拠点としての機能を有す

る複合施設を整備するための事業でありま

す。

平成21年度当初予算において、整備に向け

た基本設計委託及び地質調査に必要な経費を

お願いしています。

建設予定地は、現熊本東警察署の北側に位

置します熊本土木事務所駐車場及び保健学院
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跡地を予定しております。

３ページに移ります。

運転免許費総額10億9,768万3,000円は、運

転免許業務に必要な経費でございます。

次に、恩給及び退職年金費総額１億1,889

万4,000円は、昭和37年11月30日以前に退職

しました警察職員及びその遺族に対して支給

する恩給及び扶助料でございます。

４ページに移ります。

警察活動費総額35億6,466万1,000円は、一

、 、 、 、般警察 生活安全警察 地域警察 刑事警察

交通警察の運営に必要な経費でございます。

説明欄１の一般警察運営費のうち(4)の犯

罪被害者支援活動の推進につきましては、犯

罪被害者及びその家族等の被害回復及び２次

、 、的被害防止を図るため 各種施策の充実強化

民間被害者支援団体の育成支援など総合的な

対策を推進し、被害者等を支援する社会環境

の醸成を図るための経費でございます。

説明欄２の生活安全警察運営費のうち(6)

の安全で安心なまちづくり事業費は、防犯ボ

ランティアへの物的支援等を強化し、自主防

犯活動を活性化させることで犯罪の未然防止

、 、を図るとともに 県民の自主防犯意識を高め

犯罪の起きにくい社会環境を醸成し、安全で

安心なまちづくりを実現するための経費でご

ざいます。

(12)の高齢者生活安全対策事業は、高齢者

の関与する交通死傷事故の防止を図り、高齢

者が住みやすい環境を構築し 「長寿安心く、

まもと」の実現に向けた交通安全教育に要す

る経費でございます。

５ページに移ります。

説明欄３の地域警察運営費のうち(2)の交

番、駐在所の機能強化は、交番相談員の任用

等により交番、駐在所機能の充実強化を図る

とともに、地域警察官によるパトロール活動

等の時間を確保し、県民が安心して暮らせる

安全な社会を確立するための経費でございま

す。

本事業に関連しまして、平成20年４月から

警察と防犯ボランティアが連携協働して、犯

罪や交通事故の未然防止を図る地域連携モデ

ル事業を推進しており、その担い手として交

番相談員を活用しているところでございま

す。

平成20年度におきましては、刑法犯認知件

数の減少などの成果が上がっておりますこと

から、平成21年度は８地区を指定し本格的に

運用することとしております。

説明欄４の刑事警察運営費のうち(6)の捜

査基盤の強化は、捜査実務指導伝承官の任用

等に要する経費でございます。ベテラン警察

官の大量退職によります現場執行力の低下が

懸念されておりますが、若手警察官の早期育

成が重要な課題となっております。

そこで、捜査経験豊富な退職警察官を捜査

実務指導伝承官として非常勤職員で採用し、

通常業務を通じて捜査技能等の伝承を図るた

めの経費で、平成21年度は５人増員し９人体

制で運用することとしております。

６ページに移ります。

説明欄５の交通警察運営費のうち(4)の自

転車事故防止総合対策事業は、自転車利用者

の安全意識啓発と自転車の安全利用の促進を

図るものでございます。

具体的には、交通安全教室をより効果的に

実施するために、小学生に対して子ども自転

車運転免許証、高齢者に対して反射材を使用

した自転車用高齢者マークを配布するなどの

経費でございます。

、説明欄６の交通安全施設費11億474万円は

信号機の新設、道路標識の更新など、安全で

円滑な交通環境を確立するため、交通安全施

設等の整備充実に必要な経費でございます。

７ページに移ります。

債務負担行為につきましては、事項欄にあ

りますとおり新熊本東警察署庁舎等整備事業

の実施設計費として6,070万6,000円の限度額

設定をお願いしております。
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、 。以上 よろしく御審議をお願いいたします

○松本警務課長 警務課でございます。警察

本部警務課から提案しております３つの条例

案について御説明いたします。資料の８ペー

ジをお願いいたします。

１つは第96号議案熊本県警察の警察署の名

称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてであります。

これは、熊本市の住居表示整備事業に伴い

まして、本年２月23日をもちまして徳王町の

一部、池田３丁目の一部等の町名が変更され

まして、徳王１丁目及び徳王２丁目が新設さ

れることから、同地域を管轄する熊本北警察

署の管轄区域の表記を改正するものでありま

す。なお、本改正は管轄区域の表記の変更で

あり、管轄区域そのものを変更するものでは

ありません。施行日は、公布の日を予定して

おります。

、 。次に 資料の11ページをお願いいたします

２つ目は、第97号議案熊本県警察職員定数

条例の一部を改正する条例であります。

平成21年度の地方警察官の増員につきまし

ては、警察庁におきまして合計959人の増員

要求が行われておりましたが、昨年12月、平

成21年度政府予算案に盛り込まれることが閣

議決定されまして、本県には県議会の御理

解・御支援のもと、子供と女性を性犯罪等の

被害から守るための体制強化、及び一層緻密

かつ適正な死体取り扱い業務を推進するため

の体制強化のため、合計12人の配分が決定さ

れたところであります。

、 、今回の改正は この増員配分を受けまして

警察官の定数条例を3,030人から3,042人に改

めるもので、増員後の階級別定数は、巡査部

長を含めます警部補が７人増で 1,763人を1,、

770人、巡査が５人増で922人を927人となり

ます。なお、施行日は４月１日を予定してお

ります。

最後に、資料の14ページをお願いいたしま

す。

３つ目は、第98号議案熊本県警察の職員の

特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例であります。

この改正の内容は２点で、まず１点目は、

感染症取り扱いにかかわる改正であります。

これは結核等に感染した被留置者の看守護送

作業は看守発病のおそれがあるため極めて危

険であるため、通常は看守作業が１日につき

240円、護送作業が１日につき200円であるも

のを、感染症被留置者の取り扱いの場合は、

それぞれ290円に増額するものであります。

次に２点目は、作業の特殊性に応じた改正

であります。無線自動車運転作業、交通捜査

作業、交通整理作業、白バイ運転作業につい

て、作業の特殊性に応じて手当の額を改正す

ることに伴い、関係規定を整備するものであ

りまして、国の地方財政計画に準じて改正す

るものであります。施行日は、４月１日を予

定しております。

以上で、説明を終わらせていただきます。

、 。御審議のほど よろしくお願いいたします

○浦田生活安全企画課長 生活安全企画課で

ございます。

まず最初に、警察本部生活安全企画課から

提案しております、県民を振り込め詐欺被害

から守る条例案について御説明申し上げま

す。

資料の21ページをお願いいたします。

まず、策定の背景について申し上げます。

振り込め詐欺は、平成10年夏ごろから急激に

、 、全国に広がり始め 熊本県内でも昨年229件

約２億3,200万円の被害が確認され、被害額

は前年に比べ約7,800万円の増加となってお

ります。

県警察におきましては、振り込め詐欺撲滅

のため組織を挙げて取り組んでまいりました

が、犯行グループは巧妙に手口を変えながら

犯行を繰り返しており、本年２月にはおれお
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れ詐欺が急増するなど、今後も新たな犯行の

発生が懸念されるところでございます。

このような情勢を踏まえまして、振り込め

詐欺撲滅のためには、警察を含む県、県民、

事業者等が一体となって取り組む必要性があ

ることから、パブリック・コメントにおきま

す県民の皆様及び金融機関等事業者の方々の

御意見を踏まえ、本条例を策定したところで

ございます。

条例は15条から成っておりまして、振り込

め詐欺の定義を定めておりますほか、県、県

民及び事業者それぞれの責任を明確にすると

ともに、市町村との連携、県民等との自主的

な活動の支援、あるいは警察本部長による情

報提供等について規定してあります。

条例案の概要でございますが、わかりやす

いように別途配付しております、県民を振り

込め詐欺被害から守る条例案の概要と記載し

たポンチ絵で御説明いたします。

県、県民、事業者の責務は四角で囲んだ中

に記載しておりますが、県は振り込め詐欺被

害の防止に関する施策を総合的に推進するほ

か、県民は本人や親族が振り込め詐欺被害に

遭わないように進めることや、県が実施する

被害防止の取り組みに協力するよう努めるこ

と等でございます。

事業者につきましては、被害防止に関心と

理解を深めていただき、県の取り組みに協力

するよう努めることとしております。

また、振り込め詐欺の現金振り込みや犯人

グループの引き出しがＡＴＭにおいて敢行さ

れておることにかんがみまして、ＡＴＭ利用

時の留意事項を定めております。絵の左下の

ところでございます。

４つ挙げておりますが、振り込まれた現金

を犯人グループがＡＴＭから引き出す場合

は、出し子と言われる者が帽子、サングラス

等によって変装して操作している現状に着目

しまして、ＡＴＭ利用時には正当な理由があ

る場合を除き、変装等をしないことや携帯電

話等を使用しながらＡＴＭを操作しないこと

等の留意事項を規定してあります。

また、県民及び事業者は、自分や親族に振

、 、り込め詐欺の疑いのある不審な電話 郵便物

こういうのを受けた場合や、被害の主な場所

であります金融機関等のＡＴＭや窓口などで

慌てて振り込もうとしている高齢者など、被

害に遭いかけていると思われる方、振り込め

詐欺に係る行為を行っていると疑われる者を

発見した場合の警察官への通報等を規定して

あります。絵では、まん中付近の雲のような

中に記載しておりますほか、矢印で示してお

ります。

なお、この条例の運用に当たりましては、

県民及び本県滞在者の方々の自由や権利を不

当に制限することがないよう、第14条で留意

事項を定めてあります。条例が制定されまし

、 、たなら 県警察では知事部局を初め各市町村

関係事業者と連携協働して県民への広報啓発

による条例の周知徹底を図るとともに、振り

込め詐欺被害防止に向けた協議会の結成、撲

滅フォーラムの開催など、振り込め詐欺撲滅

に向けた各種施策を一層強力に推進してまい

る所存でございます。なお、施行日は４月１

日を予定しております。

次に、資料26ページをお願いいたします。

熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律施行条例の一部を改正する条

例の制定についてでございます。

28ページの新旧対照表をごらんください。

改正を行います同条例の第９条につきまし

ては、ソープランド等の店舗型性風俗特殊営

業等の営業禁止区域を保護対象施設の周囲20

、0メートル以内と規定したものでありまして

その保護対象の１つである保護観察所の設置

根拠が、犯罪者予防更正法から更正保護法に

改められたことと、同じく保護対象施設であ

る阿蘇の青年の家が青少年交流の家に名前が

改められるとともに、その設置根拠が文部科

学省組織令から独立行政法人国立青少年教育
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振興機構法に変更されたことに伴いまして、

関係規定を整理するものであります。

また、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第30条の規定により設置された熊本県

立あしきた青少年の家も、４号に規定する少

年自然の家及び青年の家に含まれるものと解

釈して運用してまいりましたが、今後、疑義

を生じさせないためにも、青少年の家の語句

を追加して明示することにしたものでありま

す。

以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願い申し上げます。

○中村博生委員長 以上で執行部の説明が終

了いたしましたので、議案等について質疑を

受けたいと思います。質疑はありませんか。

○田大造委員 義務教育課にお尋ねいたし

ます。

11ページなんですが、学校の先生を研修す

るという予算がついているんですけれども、

今、研修を受けないと、ちょっとおかしな話

と思うんですけれども、研修を受けざるを得

ない先生というのは、県内で何人ぐらいいる

んですか。

○木村義務教育課長 研修を受けることが必

要というのは、指導が不適切な先生に対する

研修という意味ですか。

これは一応、現在のところは教育センター

で受けている人は４名でございます。

○田大造委員 普通、民間でしたら、やる

気のない人はやめていくしかないんですけれ

ども、この辺、適正にお願いします。

○氷室雄一郎委員 学校人事課なんですが、

この新規事業の「夢への架け橋」教育支援事

業という、これは緊急雇用の分と関係ござい

ましたか。

○由解学校人事課長 緊急雇用対策とは関係

ない事業でございます。

○氷室雄一郎委員 これは教育委員会の人事

課が積み上げられてきての部分じゃなくて、

知事が夢戦略の一環としてこれをやるという

ことで、こういうふうに決まったんじゃない

、 。かと記憶しているんですが どうなんですか

○由解学校人事課長 基本的には学校人事課

と関係課の方で事業を組み立てまして、その

事業を、知事が申しております、くまもと夢

づくり推進枠の、その条件の枠の中で要求し

たということでございます。教育委員会の方

でこういう事業を組み立てて、学校人事課で

要求したということでございます。

○氷室雄一郎委員 6,500万とかなり高額な

んですが、これは期間限定で考えておられる

んですか。

○由解学校人事課長 この新規事業の１つ目

の教育サポート事業でございますけれども、

これにつきましては１年間を通して学校等に

非常勤講師等を配置したいというところで考

えているところでございます。

また、下の地域学習向上アドバイザーとか

あるいは家庭教育支援員、これについては部

分的な期間というものがあるところでござい

ます。一部は短期間的なものがあるところで

ございます。

○氷室雄一郎委員 こういう財政状況の中

で、これだけのものを積み上げられておるわ

けですから、知事の夢を実現するという意向

もかなり反映されておると思うんですが、費

用対効果の面から見れば非常に難しい一面を

抱えているんじゃないかと思いますので、そ

の辺につきましてはこれだけの部分で取り組
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んでいかれるという意欲はわかるわけでござ

いますけれども、効果があらわれますように

しっかり取り組みをお願いしたいと、要望も

含めましてお願いをしておきたいと思いま

す。

○中村博生委員長 要望とお願いですね。ほ

かにありませんか。

○池田和貴副委員長 くまもと「夢への架け

橋」教育プランについて、ちょっとお尋ねし

たいと思います。

今回これが議案に示されておりますが、こ

の教育プランは就学されている子供さんだけ

ではなくて、就学前、それと学校を卒業され

た後の教育も、すべてこの教育プランの中に

入っているわけですか。教育基本法の改正に

伴って、知事部局を含めて全体でつくる初め

ての教育プランでありますが、そこで２点お

尋ねしたいと思います。

今回この冊子で出てきておりますが、これ

には当然、知事の意欲というか、そういった

ものが出てくると思うんですが、知事はどう

いうふうにこの件について考えていらっしゃ

るのか。当然、事務局として教育委員会にこ

れは出されてこられたわけですが、その辺も

伺っておられると思いますので、ちょっとお

聞かせ願いたいと思います。

それともう１点、先ほども申し上げました

ように、これは学校教育だけではなくて、就

学前、学校を卒業した後となっていくわけで

すけれども、この教育プランを進めていくに

当たって、５年間ですけれども、当然、教育

委員会だけで推進体制をするんじゃなくて、

全庁あわせて推進体制をとっていかなければ

いけないと思うんですが、この教育プランが

できた後の、この教育プランを推進するに当

たっての体制はどういうふうになっているの

か、２点お伺いしたいと思います。

○吉村教育政策課長 まず知事の考え方をど

う反映するかということでございますけれど

も、この冊子の１ページのところに書いてお

ります計画策定の位置づけの中でまん中のと

ころでございますけれども、これまでの教育

改革大綱に配慮するとともに、今後のくまも

と夢４カ年戦略の人づくりの部分ですけれど

も、こちらを採用させていただいているとい

うことでございます。

それから18ページでございますけれども、

今後の教育のあり方としまして生涯学習とい

うのが非常に重要視されておりまして、生ま

れたときから、生まれる前からも教育はある

のかもしれませんけれども、そういった形で

就学前あるいは就学した後も、言うならば亡

くなるまで生涯学習というのは続くんですよ

、 。という そういう位置づけになっております

それから、この計画の推進のことでござい

ますけれども、これにつきましては17ページ

の方に政策の評価の実施と進捗管理というこ

とで掲げておりますけれども、これはせんだ

っての代表質問でもお答えしたとおり、熊本

県教育振興基本計画の推進委員会あるいはそ

ういった推進会を外部から支えていただく人

たちの委員会もあわせて設置していきたい、

それによって進捗管理を図っていきたい、そ

ういう位置づけをしております。

○池田和貴副委員長 はい、わかりました。

○中村博生委員長 ほかにありませんか。

○堤泰宏委員 同じ「夢への架け橋」教育プ

ランですけれども、生涯学習というのに非常

に重点を置いて書いてございますが、これは

余裕のある人は就労後も学習できると思いま

すけれども、民間企業に勤めたり仕事のハー

ドな人は、とても勉強する時間はないと思い

ます。

それから、生涯学習という言葉で、今、恵
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まれた立場の年金をもらっている人たちが、

俳句教室とか書道教室とかに通われて成果が

上がっているという新聞記事なんかを読みま

すよね。ところが反面、農家の75歳とか80歳

の人がトラクターに乗って事故で亡くなった

とかいう記事も見ます。ですから、年金を十

分もらって、１つの例として、今ここに教育

委員会がおいでですが、御夫婦で学校の先生

をして退職をされた、そういう方たちは今は

年金を幾らぐらい夫婦でもらわれていますか

ね。

それから農業を、尋常小学校を出て60年、

70年農業をやって、今そういう人たちが年金

をどれぐらいもらわれておるのか、そういう

ことをちょっとですね。農業はいいです、皆

さんわからぬからですね。そして、そういう

ことを基本にして、生涯学習なんていう計画

をお立てにならんと、恵まれた人たちだけが

生涯学習をする、恵まれない人は死ぬまで働

けと、私にはそういうふうに左の耳で聞こえ

るものですから、ちょっと意見を述べさせて

もらいました。

人間は、いろんな立場の人がおりますね。

もう生まれたときから金にまみれて、勉強ば

っかりしたり学校にばっかり行っても十分生

活ができる人、中にはそうでない人がたくさ

んおるわけですから。私はすべての人に当て

はまるような、そういうプランをつくってい

ただきたいなと思って、ちょっと発言をさせ

ていただきました。

教育長、何か所感を述べてください。その

前に、御夫婦で30年か35年、先生をされた方

、 、が どれぐらい年金をもらっておられるのか

ちょっと教えていただきたいと思います。

○藤本福利厚生課長 福利厚生課でございま

す。

今は60歳でやめられても、満額は65歳から

……

○堤泰宏委員 満額を教えてください。

○藤本福利厚生課長 満額の場合は、１人年

額300万弱……

○堤泰宏委員 夫婦で私は聞いています。

○藤本福利厚生課長 その２倍になります。

○堤泰宏委員 600万ですね。幸せですね。

これは十分に勉強できますよ。

それがわかればいい。あとは教育長に「夢

への架け橋」を。恵まれた人、恵まれない人

を、どんなふうに平等化していきますか。

○山本教育長 今後の年金の話、いろんな福

祉施策の話、いろいろあろうかと思っており

ますけれども、この生涯学習というのは、我

々行政の生涯学習を進める側からしますと、

やっぱりそれぞれの立場立場の生活の中で、

それぞれの場面場面で御本人さんたちがいろ

いろ学びたい、自分で勉強したい、いろいろ

したいということをできるだけ吸い上げて、

それに対応できるような仕組みを県全体とし

て考えていかなくちゃいけないだろうという

。 、ふうに思っております 金を持っている人は

自分たちでどんどんできるし、金を持たぬ者

は働くだけたいという、そういうことじゃな

くて、働く人も働く中で、やっぱりそれぞれ

いろいろな機会等を通じて自分で働くこと以

外に何かすることが、しようとする意欲があ

るとすれば、それをできるだけくみ上げて、

そしてその人の夢がかなっていくような、そ

ういった施策を県全体でやっていかなければ

いけないというふうに、一般論でございます

けれども、そういうふうに思っております。

○堤泰宏委員 はい、わかりました。

○中村博生委員長 この計画は、平等を持っ
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て作成されたと思いますけれども、何にして

も格差はあるわけでありまして、その辺は堤

先生も御理解いただいたということで……

○堤泰宏委員 対応して、改革案をひとつつ

くってください。

○中村博生委員長 ほかにありませんか。

○倉重剛委員 ちょっと警察本部にお聞きし

たいんですけれども、振り込め詐欺に対する

条例案を今度提出していただいた。

実は大変お恥ずかしい話なんだけれども、

この報告では昨年で２億3,200万に上る被害

があったということなんですけれども、これ

は他人事にしか我々は聞こえなかったんで

す。何で、こんなことに高齢者の方が引っか

かるのかなと。現実的に直面したことがない

ものですから、新聞だとかそれから情報等に

よって、ああ、こういうことが横行している

んだなということを、被害者の方にも責任が

あるから、無知なのかという感覚を持ったこ

とも事実ですね。

実は、大変なことが起きたんですよ。我が

家に電話かかかったんです。これは家庭争議

になったんです。なぜかというと、女房が被

害者なんですね。女房に長男から電話がかか

って、電話番号が変わったという知らせがあ

ったんですね。声がおかしいねと女房が言っ

たそうですよ。それから先の会話が、ぽっと

途絶えておるわけですね。後で、そのことを

子供たちと私たちの話が晩飯のときにあった

ときに、女房は責められたんです、何でもっ

と徹底的にやらなかったかと。女房は逆に我

々からしかりを受けたわけですね。無知性を

我々は問うたわけです。女房はものすごく怒

って、私に３日間物を言わなかった。こうい

う状況だったんですね。

そのときに、後で知ったんですけれども、

長男は真和高校の出身なんですが、真和高校

の名簿が漏れたということを新聞で見ました

ので、ああ、こいつだなということがわかっ

たんですね。そのときに、非常に戦々恐々と

したのが、ただ単に金額の被害じゃなくて、

そういうことで、家庭にそういう電話があっ

たということで、家庭内部に何か犯罪者から

目を向けられたということの恐怖感が正直言

ってわいておるわけですね。

だから、そういうことで条例がこうやって

できますことは非常にすばらしいことで、ぜ

ひこれは徹底していただきたいと思います

が、具体的に周知徹底をどうやっておやりに

なるのか、どういう――例えば、正直言って

うちの女房も高齢者です。そこら辺まで納得

また理解できるようなことを、どういう形で

――一般の主婦ですから、わからないんです

ね。それから、正直言って、本人はまだ若い

と思っていますから、老人会なんかに行きま

せんからね。それから自治会あたりにも参加

しない。たまに我が党の自民党の関係だとか

そういうことなんかには参加しますけれど

、 。も 一般的な人との接触も少ないわけですね

こういう方々も含めて、今は被害防止のため

にこういう条例ができるわけでしょうから、

どういう周知徹底をやっていかれる、その作

業過程等もできれば一般的に教えていただけ

ればありがたいかな。また、ぜひ徹底してい

ただきたいということを、身をもって経験し

たからこそですね。若い人は別だけれども、

そのうちに来ますよ。本当、びっくりしたん

ですよ。だから、非常に身近なものに感じま

す。いかがでしょうか。

○川崎生活安全部長 生活安全部長です。

今、倉重先生から御指摘がありましたよう

に、被害者の方は何も悪くない、悪いのは犯

人グループなわけです。ところが、電話がか

かってまいりますとマインドコントロールさ

れたみたいに思い込んでしまうというのが、

この事案の特徴でございます。銀行窓口で銀
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行員さんにとめられても、なかなかとまらず

に振り込んでしまわれるという特殊な事件で

ございます。

そこで、先生から御質問がございました、

この振り込め詐欺を防止するためにどうした

らいいか、その広報啓発活動を具体的にどう

するかというお話でございますが、４月１日

の施行に向けて上程中の案件でございます

が、まずは成立しましたら新聞、テレビそれ

からチラシももう現につくっております。各

家庭に配布する。それは警察だけではなくて

県、自治体それから民生委員さん、保護司さ

ん、老人会、婦人会、あらゆる方々の御協力

を得ながら、各家庭を訪問して周知徹底を図

ってまいりたいと考えております。御指摘の

とおり、各種会合にも出られない高齢者はた

。 、くさんいらっしゃいます そういう方々へは

。 、各家庭を訪問して周知させたい そのために

雇用創出事業でありました訪問活動の方々

に、チラシを持って犯罪に、振り込め詐欺被

害に遭わないような、わかりやすいものをつ

くりまして、お話をしながらそのチラシをお

配りして御説明していきたいと考えておりま

す。

倉重先生のところは、真和高校というよう

なお話がございました。２月中に真和高校に

集中いたしました。被害額も、おれおれ詐欺

、だけで5,300万円ほどの被害がございまして

危機的な状況であるということで、真和高校

の同窓会の役員のところに行きまして、ホー

ムページそれからはがき、それを出していた

だいております。若干減少してまいりました

けれども、恐らく犯行グループは同窓会名簿

あるいは卒業生名簿を持っているということ

が考えられますので、まだまだこれからも発

生する可能性というのは非常に高いと思われ

ます。真和高校のみならず済々黌、西高、工

業ということで、どんどん広がっている状況

にございます。そのために、こちらの方から

は学校あるいは同窓会にお願いしておるとこ

、 、ろでございますけれども やっぱり犯人側も

どうするかというのをまたさらに考えて、新

手の手口を見つけて犯行に及ぶということも

考えられます。真和高校につきましては特に

被害が多うございましたので、２月中、被害

対象となる1,300軒の御自宅に、それぞれ交

番、駐在所員が出向きまして御指導いたして

おるところでございます。

、 。今後も 定額給付金の詐欺も予想されます

それを含めまして、きめ細かな広報啓発活動

を進めてまいりたいと考えております。よろ

しくお願いします。

○倉重剛委員 ぜひ頑張ってほしいですね。

それで、今くしくもおっしゃいましたけれ

、 、 、ども 考えてみますと 我々が小さいころは

教職員の担任の先生が家庭訪問をするような

形で、地元の警察署員あたりがよくお見えに

なった経験がある。そこで人間関係、コミュ

ニケーションができたということで非常に身

近さを感じたんですね。そういう中で、やっ

ぱり啓発できていくだろうと思うんですね。

だから、今おっしゃったように、非常にきめ

細かな対応をしていただきたい。だとするな

らば、予算関係をどこを見ていいかちょっと

わからないけれども、この予算はどこに書い

てありますか。どの程度の予算を組んでいる

のかなと思って。

○吉村会計課長 先ほど本部長の方から説明

しましたとおり、今回の報告案件の中には、

今、生安部長の方から申し上げました訪問事

業、経費は今回は計上されておりません。こ

れは知事部局の方に一括した中で、緊急雇用

施策の中に計上されておりますが、今ちょっ

と資料を用意しますけれども、総額で6,777

万9,000円。これは新規雇用としまして40人

を県警の臨時職員として雇用しまして、それ

から各地区に訪問させて、それから今の振り

込め詐欺の問題とあわせて高齢者の交通事
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故、これに巻き込まれないようにするにはど

うするかといった指導を戸別にやっていく。

顔を合わせながら、相手の理解度に応じなが

らきめ細かくやっていくというところがみそ

でございまして、これだけの予算が別途計上

されております。

○倉重剛委員 ぜひ活用していただけますよ

うに。それから同時に、先ほども御説明があ

ったけれども、交番、派出所の統廃合的な形

で、私のところも白川校区と大江校区が合併

するというようなお話が出ています。

実は昨日、ある会合があったので自治会長

さんあたりが何人かいらっしゃったので、そ

のことを申し上げたら、まだ通達が行ってな

かったみたいで非常に不安を感じています。

というのは、これも恥をかくようだけれど

も、白川校区というところは犯罪の非常に多

いところなんですね。地域柄そうじゃないよ

うな気がしますけれども、北署の管轄で非常

に多い。例えば、かっぱらいだとか空き巣だ

、 。とか すごい犯罪の多いところだそうですよ

しかも御承知のとおり文教地域ですから、子

供たちの被害それから交通事故も大変多いと

いうことで。そういうところの変化もありま

すので、ぜひひとつ、今、吉村課長がおっし

ゃったようにきめ細かな対応をしていただい

て、これは県民総ぐるみでやろうという事業

ですから、それに対して予算措置はちゃんと

していただきたいというふうに申し上げてお

きたいと思います。よろしくお願いします。

ありがとうございました。

○池田和貴副委員長 関連して。先週でした

かゆっぴーのメール情報で、定額給付金の詐

欺まがいの行為が出てきたというようなメー

ルを受け取ったところでありますが、今後、

定額給付金に関して、そういったものが出て

くると思います。警察本部とすれば、この辺

についてはどういうふうに……。この間出た

案件と、それから先に新たな手口が出ていた

というようなことはないんでしょうか。その

辺をちょっとお聞かせください。

○川崎生活安全部長 生活安全部長です。

定額給付金に関しましては、これは自治体

で手続が行われますが、各自治体に各警察署

から出向きまして、定額給付金に関しまして

は、国民側からお金を出すようなことは絶対

ないということで、給付金の手続のチラシが

。 、もう各家庭に配布されております その中に

振り込め詐欺に遭わないようにというような

項目を入れてほしいということで、各自治体

にお願いしておるところでございます。

また先週、八代署管内で20件ほど振り込め

まがいの事案があっております。これは預金

通帳それからキャッシュカード、これを見せ

てほしい、これは金融事業でぜひ必要だから

ということで電話をして、実際に被害に遭っ

ておられる方もいらっしゃいますけれども、

これが新たな手口の事案でございまして、こ

れは熊本だけではなくて佐賀、鹿児島という

ところで実際、預金通帳それからキャッシュ

カードをだまし取られたという事案が発生い

たしております。１日で20件で、それ以後さ

らにというのはありませんでしたけれども、

これも振り込め詐欺の一形態として警察では

注意喚起をお願いするために、新聞、テレビ

を通じて広報いただいておるところでござい

ます。

そのほか、ポスパケット、それからエクス

パックというのを御承知だろうと思います。

500円で封筒を買いますと、その中に品物を

入れて郵便ポストから送ることができるもの

を利用した振り込め詐欺も現に発生いたして

おります。300万～400万ですと十分にこの袋

に入れて送れるということで、窓口に行かな

くてもいい、これを利用させる手口の振り込

め詐欺も発生いたしております。こういう状

況でございます。
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○池田和貴副委員長 わかりました。ありが

とうございました。

○中村博生委員長 ほかにありませんか。

○堤泰宏委員 この振り込め詐欺は、１人で

電話して１人で通帳をつくって１人で下ろし

に行くことはないはずですね。役割があると

思うんですよね。これを簡単に、私はちょっ

と人づてに聞いたんですけれども、アルバイ

トみたいな感じで電話をかけたりおろしに行

ったりする例がある、それでその役割分担を

ちょっと分けていただいて、答えはいいです

よ、その役割に応じてどれぐらいの刑事罰が

あるのか。例えば、電話をすると刑務所に行

かなければいかぬのか、ただ金をおろしに行

ったりすると刑務所に行かなくていいのか、

そこら辺をちょっと教えてください。

○德永刑事部長 刑事部長でございます。今

の御質問についてお話し申し上げますと、一

般的に、これは詐欺でありますので、詐欺は

10年以下という要件がございますので、例え

ばおろすにしても、そのお金を実行犯に渡す

というようなことなどが行われれば、それは

共犯ということで詐欺罪となります。

ところが、これ以外に助長犯というのがあ

ります。どういったことかといいますと、生

活安全部長からもちょっとお話がありました

ように、携帯電話を利用するとか、それから

通帳を利用する、こういったものがあるわけ

ですが、いずれも自分をわからないようにす

るために他人名義の口座を使うとか、他人名

義の携帯電話を使うとか、そういったものが

あるわけであります。そうしましたときに、

自分の通帳を、例えば自分の通帳を振り込め

詐欺のグループに売り渡すというようなこと

をしますと、犯罪による収益の移転防止に関

する法律というようなものがございまして、

これだけでも犯罪になるわけです。他人名義

の携帯電話等を利用するということになりま

すと、またこれも別の法律でありまして、い

わゆる振り込め詐欺を助長する犯罪、そうい

ったことをすることについても処罰されるん

だということを、今、県民の方によくお知り

おきいただくように、広報それから教養等も

実施しております。

ある方が、実はネットを見ておったところ

が、いわゆるキャッシュカードとか通帳を２

万円とか１万円で買いますというふうに言わ

れたので、そのことを信用して、キャッシュ

カードとかそういったものを東京とかに送っ

たんです。ところが、そのお金が返ってこな

いからということで警察の方に、ちょっとあ

るところを経由して銀行に行って、実はキャ

ッシュカードがなくなったとか通帳がなくな

ったとかいうふうにお届けになったところ

が、それは警察に届けておいた方がいいです

よと言われて、警察の方に遺失届けを出した

と。よくよく聞いてみると、そうではなかっ

た。実は、お金をもらう約束で通帳、キャッ

シュカードをある人物に郵送されておったと

いうことになりまして、この方も犯罪になり

ますよということで検挙された。つまり、法

律を知らないからといって処罰されないこと

はないというようなことでありますので、そ

ういったことで一般の方が犯罪に巻き込まれ

るというようなこともありますので、特に熊

本の場合、実行犯グループは東京とか関東圏

域にたくさんおるわけですけれども、そうい

った方々が熊本で逆に被害に遭われて処罰さ

れるというようなことのないように、教養等

も実施しておるところであります。

○堤泰宏委員 それで、こういうチラシです

よね、逆に、例えば、ただ単に頼まれたから

といって金をおろしに行った、ところが詐欺

の共犯になりますよ、通帳を人に売ったりし

たら、これも共犯ですと。そういうことを一
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般人にもっと知らしめておいた方がいいと思

いますね。軽い気持ちでやる人がおるような

気がするんですよね。

○德永刑事部長 確かに堤先生から御指摘が

ありますように、非常に軽い気持ちで犯罪に

手を染めるという方がたくさんいらっしゃる

ように思います。

先般、東京の方で実行犯グループを摘発い

たしました。これは北海道とか警視庁で合同

捜査をやりまして、２月だけで17名の実行犯

グループを逮捕しております。

そんな中であったのが、１つの会社みたい

な形で、普通の会社に行くみたいな形で行っ

たところが、電話をかけてだますというグル

ープだった。ところが、行って携帯をかける

人は、まさに会社みたいな感じで、月に30万

とか50万とか、いわゆる売り上げといいます

か、だましたお金に応じて配分される。一番

余計もらっておった人は100万もらっておっ

た。タイムカードもありますし、まさに会社

的なことで、ワンフロアーを利用して、10数

人でその詐欺をやっておったといったのが、

東京で摘発されているということで、その首

、 、謀者は別としまして 入っていった人たちは

ある意味普通の会社じゃないのかなというふ

うな形で入っていったところが、実は詐欺会

社だったというような実態も見られますの

で、この辺のところは警察庁とも打ち合わせ

ながら、対応しながら広報・啓発活動を進め

てまいりたいというふうに考えておるところ

であります。

○中村博生委員長 これは本当に身近になっ

てきておりますので、他人事じゃなかと思う

とですね。私の身内にもあっておりますけれ

ども、これは学生らしきような話で 「そん、

な人はおらぬ」と言ったところが 「済みま、

せん」と言って切ったということです。本当

に身近になっておりますので、県警におかれ

ましては大変だと思いますけれども、よろし

くお願いしておきたいと思います。

それと、この啓発運動ですけれども、きょ

うは記者の人がたくさんおられますので、た

だというわけにはいかぬだろうばってんです

たい。一言載せてもらうと、一つのあれじゃ

ないかなと思いますので、よろしくお願いい

たします。

ほかには、ありませんか。はい田委員。

○田大造委員 ちょっと話が戻って申しわ

けないんですけれども 「夢への架け橋」教、

育プランなんですけれども、この８ページか

らの第２章でちょっとお聞きしたいんです

が、まず、この「夢への架け橋」プランとい

うのは、これはだれを対象にお出しするのか

というのと、それを明確にしておきたいとい

うのと、例えば、この２章を読んでいたら数

値目標というのがかなり入っているんです

が、例えば大学などへの進学率は、私も今回

の質問でもさせていただいたんですが、平成

23年に47％にすると。これは６％アップさせ

るというのはものすごい大変なことだとは思

うんですが、方法論というのが全く書かれて

ないんですけれども、この辺どのように議員

として認識すればいいのか、教えていただけ

れば幸いなんですが。

○吉村教育政策課長 最初に説明しましたと

きに、今回の基本理念のところの３本柱とし

て家庭教育とそれから生涯学習と、それから

社会全体で取り組むというようなことを申し

。 、上げました これが対象にしておりますのは

県民すべての方ということです。だから、実

際に教育を受ける方もありますけれども、そ

の周辺で教育を助けていく方、あるいはさっ

きも話が出ました生涯学習を通して自分で勉

強していく方、そういったすべての方が対象

になっていくというふうに私たちは考えてお

ります。これは教育委員会だけでなくて、知
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事部局、警察、先ほど振り込め詐欺の話があ

りましたが、そういったものも含めて全体と

して教育を進めていくという話になってまい

ります。

それから大学進学率の話でございますけれ

ども、これは直接は高校教育課の方で出され

た数字でございますけれども、現在の数値か

ら見て、せめて１％ずつぐらい毎年上げてい

こうというようなことで出された数値かと思

っております。具体的には、先ほど予算のと

ころで、重点的に13校ほど絞り込んで進学率

を上げていきたい、教育の振興を図っていき

たいという話があったと思いますけれども、

そういったことを踏まえてパーセントの数値

を上げていきたいということでございます。

以上です。

○中村博生委員長 ほかにありませんか。

なければ、これで質疑を終了いたします。

ただいまから、議案第57号、第62号、第66

号、第93号から第100号まで及び第108号につ

いて、一括して採決をしたいと思いますが、

御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。

議案第57号、第62号、第66号、第93号から

第100号まで及び第108号について、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第57号外11件については原案の

とおり可決することに決定いたしました。

次に、継続中の請願を議題とし、これにつ

いて審査を行います。

それでは、請第１号、請第４号から第６号

まで、請第21号及び請第26号について、執行

部から状況の説明をお願いいたします。後藤

高校整備政策監。

○後藤高校整備政策監 ６件の請願は、県立

高校の再編整備等に関するものでございま

す。報告事項で用意しておりました資料を用

いまして、状況を御説明させていただきたい

と思います。お手元の、県立高校の再編整備

等という資料をごらんいただきたいと思いま

す。

初めに、地域意見交換会関係でございます

が、12月17日に山都町関係の意見交換会、１

月28日及び翌29日に定時制関係の意見交換会

を実施しております。

、 、次に 併設型中高一貫関係でございますが

１月11日に入学者選抜を実施いたしまして、

宇土中学、八代中学それぞれ80名の入学予定

者の決定をしております。

要望関係では、12月24日の上天草市議会の

意見書を初め10件の要望等を受けておりま

す。

２ページをお願いいたします。

中段の教育委員会関係でございますが、３

月３日の定例会におきまして、前期実施中期

計画に沿って再編統合案件を実施することを

議決しております。当日の委員会におきまし

ては、今までの意見交換会にどのようにこた

えてきたのか、町立高校としてやりたいと地

元から言ってきたときはどうするのかとか、

子供や保護者を中心に置いて考えなければな

らないとか、これは小中学校ではなく、より

専門性を問われる高校の再編ということを考

えなければならないなど、熱心な意見交換が

なされました。

最後に、非常に重たい判断だが、次世代を

担う子供たちのためには、教育環境の整備を

進めていかなければならないという合意に至

りまして、議決がなされております。

３ページ以降は、当日の教育委員会で配付

した資料の一部を参考に添付しております。

４ページのみ、簡単に御説明させていただ

きます。

４ページの１ですけれども、平成16年に県
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立高等学校教育整備推進協議会を設置いたし

まして、高校のあり方等について御検討いた

だきました。以来、２の18年７月の素案、３

の平成19年５月の第２次素案、５の同年８月

の計画案、７の10月の計画決定に至るまで、

それぞれの段階で内容の見直しを図ってきた

ところでございます。

また、７の計画決定以降も、地域の方々と

は意見交換を行うとしておりまして、計画決

定後も10回、計画決定までに60回と、合わせ

て70回の意見交換等を行っておるところでご

ざいます。

また、今後は学校名、制服、教育課程など

の検討が必要となりますけれども、できるだ

け地域の意見等を生かしながら進めていきた

いというふうに考えております。

以上で、説明を終わらせていただきます。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○中村博生委員長 ただいまの説明に関し

て、質疑はありませんか。

○氷室雄一郎委員 最後の委員会でございま

すので、一言だけ。

先ほど、前期につきましては重たい判断を

されたという、非常に苦渋の選択だったかも

しれませんけれども、今後、前期につきまし

ては一応重たい判断として教育長も判断をさ

れたわけでございますけれども、その一番懸

念されている部分につきましては、やはり小

学校、中学校はどんどん統廃合が進んでおり

まして、余り小中については御意見等は――

出てきているんでしょうけれども、もう小学

校、私の中学校等はなくなってしまって、中

学校そのものが統廃合になっているという現

実でございますけれども、高校につきまして

はやはり地域のシンボルでもありますし、文

化、経済の、地域にとっては重点的な拠点と

考えられますし、今後こういう前期の判断を

踏まえられまして、これから中期、後期とい

う流れをつくっていかれるわけでございます

けれども、その辺の重たい判断のもとに結論

を下されまして、今後どういう反省といいま

すか教訓を、受けとめをしておられるのかと

いうことと、これから次の計画に向けてどう

いう考え方で進んでいかれるのかということ

を、最後の委員会でございますので、教育長

の考え方をお尋ねしておきたいと思います。

○山本教育長 私は昨年４月に教育長になり

ましてから、この課題というのは私にとりま

しても非常に重たい課題でございました。た

だ、私自身といたしましては、知事等の御意

見もありましたけれども、とにかく地元に私

は直接みずから出向いていって、そして地元

の意見をできるだけ聞くという、その姿勢の

もとやってまいりました。その姿勢は、今も

変わっておりません。

そして、その中で私どもの判断といたしま

しては、一昨年の10月に実施準備計画前期に

ついてはもう決定いたしておると。ただ20年

度、21年度の入学者の状況等を見て判断しま

しょうという話ということになって、そこま

で、ある意味で私としての判断に対するフリ

ーハンドは、私はそこしかなかったという前

提のもとに今までいろいろやってまいりまし

た。

ただ、とはいえ意見はしっかり聞きたい。

その前期計画を実施する中で、さらにもっと

いい計画になるんであるならば、それは話を

聞いて反映させましょうということで、ずっ

とその間一貫してやってまいりました。そう

いう件に関しまして、私は決して自分自身の

考え方はぶれておったとは思っておりませ

ん。それで一貫してやってきたと思います。

したがいまして、今後の中期、後期にいた

、 、しましても 今から実施準備計画がまだ中期

後期についてはできておりませんので、それ

を中期については早速つくらなくてはいけな

いという状況にございます。
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そういったことを踏まえましたときに、私

の関係地元に対するいろんな接し方として

は、これまで同様に御意見等を伺う機会をで

きるだけつくりながら、しっかり話を聞いて

やってまいりたいというふうに思っておりま

す。以上でございます。

○氷室雄一郎委員 今お話がございましたよ

うに、これで終わりというわけではございま

せんし、本当に地域の皆様も我々も悩んでい

るわけでございますけれども、明確な理念と

、 、いいますか 本県の教育の振興という上から

大改革というのが大前提にございますので、

それも考えていただきまして、これからしっ

かりした取り組みをお願いしておきたい、こ

のように意見を申し述べておきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

○中村博生委員長 ほかにありませんか。

○池田和貴副委員長 県立高校再編につきま

しては、私たち自民党会派でも、住民の皆様

方からさまざまな形で意見を聞いてまいりま

した。そして平成19年度の代表質問の中でも

あったように、やはり県立高校再編について

は地域の皆さん方が納得した上でやっていた

だくのが望ましいというふうに考えておりま

した。しかし、先ほど教育長のお話にもござ

いましたように、教育長としてもまた教育委

員会の皆様方としてもいろいろお話をしてい

ただいたわけですが、本日もなかなかその溝

は埋まらずに、前期実施校の皆様方が県庁の

方に来られているということでございます。

しかしながら、こういった少子化の流れの

中で、また実施計画１年延ばしてみたときの

志願者の数を見たときに、非常に厳しいもの

があるんだろうというふうに思っておりま

す。私たちも対象校の先生方からもいろいろ

お話を伺いましたし、また反対をされる方々

からもお話を伺いました。また教育現場の皆

さん方からも、いろいろ話を伺いました。

そんな中で、やはりこの実施計画について

はやっていかなければいけないというような

会派としての結論に達しております。

それで、今回の実施に際しての決議を、ぜ

ひこの委員会でさせていただきたいと思いま

して、その決議案を提案させていただきたい

というふうに思っております。

○中村博生委員長 ただいま池田副委員長か

ら、県立高等学校再編整備等基本計画の実施

に際しての決議案を委員会提出議案とする提

案がございました。これは請願審査と大変関

係が深い部分がございますので、本提案につ

いてもここで質疑及び御意見をいただきたい

と思います。

はい、配ってください。

(決議案文配付）

○中村博生委員長 それでは、提案者の池田

副委員長に朗読していただきます。

○池田和貴副委員長 それでは、決議案を読

ませていただきます。

「 」県立高等学校再編整備等基本計画

の実施に際しての決議案

県立高等学校の再編整備等については、

平成19年10月に基本計画等が教育委員会に

おいて決定されましたが、統廃合対象校の

地元からの見直しを求める声等を受け、前

期計画期間を１年間先延ばしし、その再

編・統合案件については、平成20、21年度

の入学者の状況等を見極めながら判断する

とされた経緯がある。そのことを踏まえ、

県議会としては、21年度の出願者数の確定

、 、までは 再編整備に関わる予算を承認せず

各地域の要望に沿って地元と県教育委員会

の協議を促し、地域の取り組みに支障がで

ないような環境をつくることに努めてきた

ところである。しかし、地域によってはこ

の計画の合意に達することができず、未だ
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に反対する意見が出されている状況であ

る。こうした中、３月３日の教育委員会で

は、平成20、21年度の入学者・出願者の状

況等を踏まえ、前期の再編・統合案件につ

いての最終判断が出されたところである。

少子化の著しい進行とそれに伴う学校の

小規模化という状況の中で、次代を担う子

どもたちにとってより良い教育環境を確保

していくためには、県立高等学校の再編整

備等は避けて通れないと認識しているもの

の、再編・統合に関係する地域の声を聞く

時に、教育の問題を越えて、過疎化、高齢

化で疲弊している地域をどのように活性化

していくかという観点からの取り組みが求

められているところである。

また、教育環境をめぐる厳しい状況は、

公立学校のみならず私立学校においても同

様であり、歴史ある学校法人が合併により

解散に追い込まれる等の厳しい状況が出始

めているという現実もある。

よって、かかる状況にかんがみ 「県立、

高等学校再編整備等基本計画」の実施に当

たって、下記の事項について強く求めるも

のである。

記

１ 再編整備の実施にあたっては、想定さ

れる諸課題に地元と真摯に協議するとと

もに、特に通学事情が悪化することがな

いよう地元関係者等と十分協議し、生徒

の交通手段の確保に努めること。

２ 統廃合の対象地域の活性化について

は、県行政全体で取り組むとともに、再

編整備に伴う学校施設や跡地等の有効利

用については地元の意向を十分に踏ま

え、全庁をあげて最大限の努力をするこ

と。

３ 「県立高等学校再編整備等基本計画」

に基づく中・後期の実施準備計画の策定

においても、引き続き地域住民との意見

交換を行い、地元の理解が得られるよう

努めるとともに、入学者が増えるといっ

た状況の変化があれば、その時点で可能

な限り柔軟な対応に努めること。

４ 本県の厳しい財政事情を踏まえつつ

も、将来にわたって教育関係予算を維

持・確保し、公私立間の保護者負担の是

正等に配慮した予算編成に努めること。

以上、決議する。

以上が、決議案でございます。

○中村博生委員長 今朗読してもらいました

、 。けれども 何か御意見等ございましたら……

（発言する者なし）

○中村博生委員長 なければ、これで審議を

終了いたします。

、 、それでは まず請願についての採決を行い

引き続き、ただいま提案がありました件につ

いて採決を行うことといたします。

、 、 、継続 採択 不採択の考え方がありますが

請第１号についてはいかがいたしましょう

か。

（ 予算案を認めた以上は、やはり不採「

択かなというふうに思います」と呼

ぶ者あり）

○中村博生委員長 不採択という御意見がご

ざいますが。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 不採択という意見があり

、 。ますので 不採択についてお諮りいたします

請第１号を不採択とすることに御異議あり

ませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第１号は不採択とすることに決定

いたしました。

次に、請第４号については、いかがいたし

ましょうか。

○田大造委員 同じ会派の紹介議員の方か

ら、今後とも後期の日程がまだ確定してない
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ですので、ぜひまだ審議してほしいという要

望があっております。

○中村博生委員長 継続ということですか。

○田大造委員 はい。この提案の中にもあ

りますとおり、柔軟に対応してほしいという

こともありますし、何とかならないでしょう

かと。

○堤泰宏委員 今、副委員長から提案の、こ

の決議案を最初に採択したら、これは全部答

えが出るとじゃないですか。

○中村博生委員長 ただいま田委員から継

続というお話もありましたけれども、これは

予算審議が通っておりますので、不採択とい

う声はございませんか。

(「請第１号も不採択だから、当然なが

ら請第４号も不採択ということでなけれ

ば理屈が合わないということで、不採択

を提議します」と呼ぶ者あり)

○中村博生委員長 田委員、納得していた

だけましたか。

○田大造委員 はい。

○中村博生委員長 それでは、不採択という

意見がありますので、不採択についてお諮り

いたします。

請第４号を不採択とすることに御異議あり

ませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 御異議なしと認め、よっ

て、請第４号は不採択とすることに決定いた

しました。

次に、請第５号についてはいかがいたしま

しょうか。

（ 不採択」と呼ぶ者あり)「

○中村博生委員長 不採択という意見があり

、 。ますので 不採択についてお諮りいたします

請第５号を不採択とすることに御異議あり

ませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第５号は不採択とすることに決定

いたしました。

次に、請第６号についてはいかがいたしま

しょうか。

（ 不採択」と呼ぶ者あり)「

○中村博生委員長 不採択という意見があり

、 。ますので 不採択についてお諮りいたします

請第６号を不採択とすることに御異議あり

ませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第６号は不採択とすることに決定

いたしました。

次に、請第21号についてはいかがいたしま

しょうか。

（ 不採択」と呼ぶ者あり)「

○中村博生委員長 不採択という意見があり

、 。ますので 不採択についてお諮りいたします

請第21号を不採択とすることに御異議あり

ませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第21号は不採択とすることに決定

いたしました。

次に、請第26号についてはいかがいたしま

しょうか。

（ 不採択」と呼ぶ者あり)「

○中村博生委員長 不採択という意見があり

、 。ますので 不採択についてお諮りいたします

請第26号を不採択とすることに御異議あり

ませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第26号は不採択とすることに決定
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いたしました。

それでは次に、池田副委員長から提案のあ

りました決議案について採決したいと思いま

す。

「県立高等学校再編整備等基本計画」の実

施に際しての決議案を、本委員会提出議案と

して委員長名をもって議長あてに提出するこ

とについて、挙手によって採決いたします。

本提案に賛成の委員の挙手を求めます。

（賛成者挙手)

○中村博生委員長 挙手多数。本提案は可決

することに決定いたしました。

（ 委員長、全員一致じゃなかったです「

かね」と呼ぶ者あり)

○中村博生委員長 わかりました。全会一致

と認め、本提案は可決することに決定いたし

ました。

それでは、熊本県議会会議規則第14条第２

項の規定に基づいて、本決議案を文教治安常

任委員会として、委員長名をもって議長あて

提出することにいたします。

次に、閉会中の継続審査事件について、お

諮りいたします。

議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

て、よろしいでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 御異議なしと認め、その

ように取り計らいます。

次に、報告事項に入ります。

教育委員会及び警察本部から５件の報告の

申し出があっておりますが、報告事項①につ

いては付託議案等の説明の中で付随するもの

として報告がありましたので、この場での説

明及び質疑応答は省略いたします。

それでは、まず報告事項②社会科問題作成

実施の経緯及び対応等について、説明をお願

いいたします。木村義務教育課長。

○木村義務教育課長 義務教育課でございま

す。

報告事項②の社会科問題作成実施の経緯及

び対応等について御説明申し上げます。

資料をごらんください。

資料の１ページをよろしくお願いいたしま

す。

自主研究団体である熊本県中学校教育研究

会社会科部会、一般的には県中社研と言われ

ております。３ページに組織体制が載ってお

ります。

その県中社研が作成したテスト問題に、川

辺川ダムの賛否を問う問題、４ページに問題

を掲示しております。この川辺川ダム問題の

賛否を問う問題が出題されました。

人吉・球磨管内においては、地域を踏まえ

ていない不適切な問題である、あるいは出題

に特別な意図はなかったのかなどの意見が出

されるなど、大きな問題となりました。

県教育委員会としましても、本県の状況ま

た関係しておられる方々の心情を察したと

き、不適切で配慮に欠ける問題だと考え、今

後こういう事案が再発しないよう事実関係を

十分把握し、市町村教育委員会と連携して、

適切な教育活動がなされるよう指導の徹底に

努めているところでございます。

、 、さて 本問題の作成の意図につきましては

県教育委員会として、県中社研の会長、さら

に作成者から直接事実確認をしたところ、川

辺川ダム問題に関する県内の子供たちの関心

を深めることを目的として作成されたという

ことで、特別な意図はなく、地域や子供たち

の実態等への配慮を欠いたことから生じたも

のでございます。

次に、２ページをごらんください。

本テストの課題としましては、作成した県

中社研の問題と実施した学校の問題が挙げら

れます。

テストの問題作成上の課題としましては、

学習指導要領を踏まえた問題作成がなされて

いなかったこと、地域や生徒の実態を踏まえ
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た問題作成がなされていなかったこと、さま

ざまな視点からチェックする体制が確立され

ていなかったことなどが挙げられます。

また、テスト実施上の課題としましては、

学校における十分なチェックがなされないま

ま実施されたことが挙げられます。

今回の事案では、教育の本質が問われる内

容が多々含まれていることから、各学校にお

いても本事案の課題を自校の課題として重く

受けとめ、再発防止に取り組まなければなら

ないものと考えているところでございます。

県教育委員会では、今後こういう事案が再

発しないよう、本事案で明らかになった課題

解決に向けて３月13日付で本事案を踏まえた

通知も各学校に送付いたしました。さらに、

熊本市を含む臨時指導課長会議を実施し、問

題点を明らかにして、市町村教育委員会ある

いは各学校における教育課程の管理、執行の

あり方はもとより思考力等を身につけさせる

ための評価問題の質の向上など教育指導の改

善等について指導したところでございます。

今後とも市町村教育委員会と連携を図り、

管理職や教委等に対する研修等を通じて、指

導の徹底を図ってまいります。

以上でございます。

○中村博生委員長 次に、報告事項③物品調

達等に関する不適正な事務処理に係る調査報

告について説明をお願いいたします。吉村教

育政策課長。

○吉村教育政策課長 教育政策課でございま

す。

お手元に、物品調達等に関する不適正な事

務処理に関する調査報告、教育委員会という

冊子が配られているかと思います。これに基

づきまして、できるだけ簡潔に御説明申し上

げます。

１枚めくっていただきますと、今回、物品

調達等外部調査委員会という組織をつくりま

したけれども、そちらの方からの提言がなさ

れております。

段落の２番目でございますけれども、職員

が自発的にそれから業者の方からも積極的に

対応していただいた。ただ、残念ながら本県

において県民の、県行政に対する信頼を大き

、 。 、く損なう事態 そういうのが見られた 特に

３段目でございますけれども、職員のコンプ

、 、ライアンス意識が希薄で 手続の効率化とか

私的流用ではないからいいとか、そういった

甘い認識が見られたという話がございまし

た。

全体的に見て悪質と言えるようなものはな

かったんだけれども、不正経理の温床になる

ものであるから決して許されないのだという

話がございました。また一部では、予算の立

て方とか執行方法が膠着している面もあると

いう指摘もございました。

この報告書の最後の段でございますけれど

、 、も 中間報告の内容に加えまして再発防止策

返還の方法、処分等についても言及されてお

ります。

特に、14日の委員会で先生方から話があり

ましたのは、そういう再発防止策をつくった

にしても、これを動かすのは県職員であるか

ら、県職員の意識改革その付近が、そういっ

た不断の努力が特に必要なんだという強い指

摘がございました。

右の方が目次になっております。１、２、

３、４ございますけれども、１と２は中間報

告のときと変わっておりませんので省略させ

ていただきます。

、 、３ ４の再発防止策でございますけれども

８ページをお願いいたします。再発防止策の

すぐ下に、知事部局における調査結果からの

参考引用としております。こちらに掲げてお

ります、特に真ん中の表でございますけれど

も、預け金の分析につきましては業者ごとに

24件を分析したものが１から５に掲げてあり

。 、ます それから差しかえの方につきましては
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分析可能な物品ごと669件について分析した

ものでございます。

共通してございますのが、物品検査の不徹

底であるとか職員の公金意識の希薄さ、それ

から発注時の意思決定手続の不徹底というの

が、両方に共通でございます。預け金の方に

つきましては、１番の予算の使い切り、それ

、 、から４番の会計 物品調達規則等の知識不足

それから差し替えの方につきましては、３番

目の財源不足、予算流用手続の制約、５番目

の発注先業者の偏り、こういうことが上げら

れております。

こういった分析の結果をまとめましたの

が、10ページに３区分として11項目を上げて

あります。

１番目が、職員の意識・知識の課題、こち

、 、らの方で項目として２つ それから物品調達

物品管理システムの課題として６つの項目が

挙げられております。それから３番目に、予

算執行システムの課題として３つの項目が上

げられております。

こういった11項目を上げられておりますの

で、これらの課題に対してどう対応するのか

というのが、次の再発防止策になってまいり

ます。

次の11ページから再発防止策がかなり詳し

く、14ページまで続いております。

簡単に御説明申し上げます。

これも知事部局と歩調を合わせて、今後、

県の教育委員会の方でも実施していくことに

なります。上の網かけになっております第１

から第４でございます。第１の方は、職員の

意識改革のこと、それから第２は物品調達等

のシステムの問題、第３番目が予算執行シス

テムの問題がございます。

第４につけ加えてございますのが、物品調

達の透明性を確保するということで、情報公

開であるとか内外のチェック機能の強化、こ

ういったものを別途つけ加えてあります。

簡単に説明申し上げますと、１の職員の意

識改革、資質向上につきましては、公務員の

コンプライアンス意識、そういったものの研

修をきちっとやっていくという話、それから

②としまして、適正な会計、物品管理事務を

確保するための研修、これは出納局が中心に

なっていただくという話です。それから３番

目の、会計事務、物品調達等に関するマニュ

アルの作成、これも出納局の方の分野になり

ます。

それから④としまして、職員行動規範の策

定を、教育委員会にはこれまでございません

でしたので、こういったものを考えておりま

す。

それから大きな２番の物品調達・物品管理

システムの問題でございますけれども、①の

適正な履行確認、それから②の集中購買手続

の弾力化。

それから次の③、④、⑤、こちらが情報公

開の拡大、それから物品納入業者との対応の

ルール化、それから物品納入業者に係る通報

整備の創設とペナルティーの明確化、この３

つが、先ほど第４のところで申し上げました

情報公開、物品調達の透明性を確保するとい

う分野に入ってまいります。

それから⑥のところ、物品の適正な管理、

それから⑦の単価契約対象品目の見直し、こ

れは、これまでも単価契約というのは制度と

してあるわけでございますけれども、単価契

約が項目的に十分でなかったというようなと

ころから、見直しを図るということになって

おります。

それから13ページでございますけれども、

購入伺いも今まで口頭でやることもあったと

いうことで、今後は書面による購入伺いを義

務づける。それから⑨としましては、会計年

度を越えて、さかのぼって入力するというシ

ステムは原則できないようにするという仕組

みでございます。

それから第３の予算執行システムにつきま

しては、これは財政課の範囲でございますけ
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れども、備品購入費等の予備費的な予算措置

を各部局の筆頭課に置くようにしたいという

話でございます。

それから流用手続の弾力化と、歳出削減策

から優遇措置、これは現在も制度としてある

わけでございますけれども、その付近また職

員に浸透していなかったというところで、周

知徹底を図っていきたいというふうに書いて

ございます。

それから４で、指導、検査、監査体制でご

ざいます。①の審査段階の現物確認、それか

ら特に今回問題になりました地方支出機関で

も会計事務に係る会計検査、こういったもの

について出納局関係でしっかりやっていきた

いという話。

それから、次の④から⑥までは監査委員事

務局の話でございます。重点化した監査をや

っていく、あるいは随時監査も取り入れてい

く、それから監査の専門性を確保したい、そ

れから監査能力の向上を図っていきたいとい

うようなことを掲げています。

それから、その他のところで、これは教育

委員会の方で上げていることでございますけ

れども、内部通報における相談窓口を充実し

。 、ていきたい それから懲戒処分の指針の改正

これはこれまではっきりこの物品調達等に関

する不適正処理というのは、項目として上が

っておりませんでしたので、これを追加して

処分についても新たに考えていきたいと考え

ております。

それから国庫補助のあり方についての提案

も、これは関係課すべてでやっていくという

ことでございます。

15ページから16、18、19までは、今申し上

げたことをわかりやすくまとめた表でござい

ます。

次に、不適正な経理に係る職員からの返還

金と職員の処遇の問題でございます。ちょっ

と説明の便宜上、職員の処分の方から説明さ

せていただきたいと思います。

23ページの方から見ていただきたいと思い

ます。

今回、法令に基づき適正な手続きを遂行す

べく求められている県職員に対する県民の負

担や信頼を損なった行為であるということか

ら、懲戒処分の指針その他、他県の事例等を

考慮しながら処分を行うことにしておりま

す。

預け金と差しかえについては、手法や動機

が類似しているということから、類型化して

量定を考えていきたいと考えております。

それともう一方で、今回の不適正な事例が

発生した背景として、職員全体に意識の甘さ

の問題があったということ、そういったこと

から服務監督者についても、その責任を重視

して処分等を行いたいということでございま

す。

なお、個々の処分に当たりましては、自主

申告とかその他いろいろ個別的な事情がござ

いますので、そういったのも総合的に考慮し

て判断していきたいということでございま

す。

まず、教育長のところでございますけれど

も、ここは返還金を加味した上での問題でご

ざいますけれども、１カ月10分の１の給料削

減ということを予定しております。

その他の職員につきましては、預け金とそ

れから差しかえの問題でございますけれど

も、預け金というのが、物品が納入される前

にお金を払い出すというのはちょっと、差し

かえが物品を納入した後に公金を支出すると

いうのと、お金を先に出すのがちょっと、や

っぱり段階としてはまずいのかなということ

で、預け金の方につきましてまず、基本的に

は戒告ということを考えているわけですけれ

ども、さっき申し上げましたように自主申告

とかその後の対応等を考えていまして、基本

的には文書訓告ということで対応していきた

い。それから差しかえにつきましては、１等

を減ずるような形で、基本的には文書訓告で
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ございますけれども、同じ事情から口頭訓告

ということで対応していきたいと考えており

ます。

それから教育委員会の事務職の幹部職に対

しては、近く行われます教育委員会の場で幹

部職に対して教育委員長の方から厳重注意を

行っていただくという予定にしております。

処分の方はこれでよろしいわけですけれど

も、では県が受けた損害、それに対してどう

いうふうに対応していくかという問題でござ

います。説明を早くするために、21ページか

ら説明させていただきます。

21ページの上の方の箱の中に、損害を与え

た割合の考え方とあります。物品調達を担当

しています管理調達課の取得価格というのが

最も適正な競争性が確保されているというこ

とを踏まえまして、その落札率の平均と、そ

れから教育委員会で預け金及び差しかえで取

得した物品の定価との納入価格の割合の平

、 。均 その差額を一応損害として見ております

表にありますように、管理調達課の方の落札

、 、率の平均が76.8％ 教育委員会の方が87.6％

その差が10.8％となります。この10.8％を損

失基準額の方に掛けていくというのが、公用

で使用したものとしては、そういう形で損害

額を算定していきたい。

それから21ページの②のところは、公費で

購入することが不適切だったもの、これはも

ともとがそういう全額損害だということで、

全額を返還対象としています。

それから、その他のところで諸経費、今回

の調査に伴って発生した諸経費も損害額に加

える。

それから、先ほど説明しました不適正な損

金等による県への損害額部分については、年

利２％、複利計算で利息相当額を加えること

にしております。２％にしました根拠につい

ては、下の括弧書きに書いてあるとおりでご

ざいます。

こういった一連の手続を経まして、右の職

員等の返還の総額のところが一覧表にしてご

ざいまして、ここで一番下のところですべて

計算していきますと、おおよそ120万円余が

返還額という形になってまいります。

この返還額を、ではだれにどういう形で負

担させるのかということでございますけれど

も、これにつきましては、申しわけありませ

ん、20ページの頭のところで説明させていた

だきます。

今回の公金の返還につきましては、県に損

害を与えた、先ほどちょっと120万ほどと申

し上げましたが、そこの損害でございますけ

れども、それの賠償的な性格あるいは県の信

頼を損ねたという道義的な責任、そういった

ものから考えております。

考え方としましては、本来その不適正な経

理に直接関与した職員がすべき、それで足り

るのじゃないかという意見もあろうかという

ことでございますけれども、今回の不適正な

経理というのは全体の約２割の所属で行われ

ておって、とても一部、特別な例外的なもの

じゃないと。それから、その背景として職員

全体に意識の甘さがあった、そういうような

ことから、すべての方に一応考えていただく

ということでございます。その上で、特にチ

ェック機能を果たすべき職責を担っていた方

あるいは同時に職員を指導する立場にあった

者の責任、この付近はやっぱり重いと考えざ

るを得ないという判断をしております。

そういうことから、今回の公金の返還に当

たりましては、行政に当たっては金額は120

万ということもございまして、そういうチェ

ック機能を果たすべき立場にあった係長、班

長さん以上の職員、それから県立学校にあっ

ては校長さん及び事務長さん以上の職にある

方について負担を求めていきたいというふう

に考えております。その負担を一覧表にしま

したのが、22ページの(3)の職員の負担とい

う一覧表でございます。部長以下、事務長さ

んまでそれぞれランクごとに一応金額を出し
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ております。

そのほかに、退職者に対してどうするのか

という話でございますけれども、県の方で新

しく校長会というのがございますので、こち

らの方にできるだけ負担の協力をお願いした

いということで考えております。

今回の最終報告の考え方については、以上

でございます。

○吉村会計課長 会計課でございます。

県警察におきます物品調達に関する不適正

な事務処理事案の調査結果につきまして、お

手元の資料に基づき御報告をさせていただき

ます。

先の本委員会におきまして中間報告をさせ

ていただいたところですが、今回、物品調達

等外部調査委員会からの提言等を受け、再発

防止方策、返還金及び職員の処分等を含めた

最終取りまとめを行いましたので、御報告さ

せていただきます。

まず、資料の物品調達等外部調査委員会か

らの提言につきましては、先ほど教育委員会

からの説明にあった内容と同じであります。

次に、資料の１ページから４ページまでの

調査の概要及び調査結果の概要につきまして

は、さきの中間報告で報告させていただいた

内容と変更がありませんので、割愛させてい

ただきます。

それでは、資料の４ページ、５ページにな

りますが、県警察における再発防止方策及び

職員からの返還金並びに職員の処分について

御説明したいと思います。

まず再発防止についてでありますが、基本

的には先ほど教育委員会からも説明のありま

した知事部局において策定された再発防止策

に沿った施策の履行に努めることとしており

ますが、より一層の適正経理を確保するとい

う観点から、県警察におきましては次の施策

に速やかに取り組むものとしております。

その１は、職員の資質の向上という観点か

ら、会計担当職員のコンプライアンス意識の

徹底を図るとともに、管理監督の立場にある

所属長等の幹部に対する教育を徹底し、会計

経理に対する意識の向上を図るものです。

その２は、会計監査室によるいわゆる抜き

打ち監査を含めた随時監査の強化等により、

再発防止機能の強化を図るものであります。

次に、返還金についてであります。返還す

べき金額につきましては、知事部局等と同様

の方法により算出しておりますが、まとめて

購入した場合の平均入札率を想定したもの

で、金額は１万1,919円となっております。

この返還金についてでありますが、本事案

は当時の担当者のみずからの判断で行ったも

のではありますが、本事案を防止するチェッ

ク機能が十分果たせなかったという管理監督

の責任も否めないところであります。このた

め、返還金については、本来この事案にかか

わった担当者や当時の上司にも相応の返還を

させるべきところではありますが、当時の上

司が既に全員退職していること、担当者１人

に責めを帰すべきことではないこと、及び不

適正な事務処理の件数、金額等を総合的に判

断し、警察本部長が管理監督の立場にある職

員の最高責任者として返還することとしたも

のであります。

最後に、職員の処分等につきましては、警

察としての懲戒処分の指針等に基づき適正に

行っていくこととしております。以上でござ

います。

○中村博生委員長 次に、報告事項④第81号

議案熊本県手数料条例の一部を改正する条例

の制定について、説明をお願いいたします。

由解学校人事課長。

○由解学校人事課長 文教治安常任委員会説

明資料の73ページをお願いいたします。

議案名でございますけれども、熊本県手数

料条例の一部を改正する条例でございます。
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内容は、教員の免許更新に係る新たな手続

が発生したことに伴いまして、申請手数料等

を整備するものでございます。

まず、熊本県手数料条例の一部改正の説明

に入ります前に、教員免許更新制の概要等に

つきまして簡単に御説明させていただきま

す。

資料の79ページをお願いいたします。

、 、要因といたしまして 定期的に最新の知識

技能の習得を図ることを目的に、平成21年４

月１日から教員免許更新制が導入されたとこ

ろでございます。

その概要でございますけれども、１の(1)

でございます。平成21年４月１日以降に取得

いたしました教員免許状に10年間の有効期間

が定められることになります。

(2)でございますけれども、免許状の有効

期間を更新するために、30時間以上の免許状

更新講習の課程を終了することが必要となる

ものでございます。

なお、校長など教員を指導する立場にある

者あるいは優秀教員表彰を受賞した者につき

ましては、更新講習の受講が免除されること

になります。

(3)でございますけれども、この制度につ

きましては現職の教員にも適用されるという

ことになっております。

次の２の免許状更新講習でございますけれ

ども、(1)講習を開設できるものといたしま

して、大学等が文部科学大臣の認定を受けま

して開設することとなっております。

本県では熊本大学、県立大学など８つの大

学が認定を受けておるところでございます。

(2)の講習の内容でございますけれども、

必修領域12時間以上、選択領域18時間以上、

合計30時間以上の課程を受ける必要がござい

ます。

以上が、免許更新制度の主な概要でござい

ます。

73ページにお戻りいただけますでしょう

か。

改正条例の内容でございます。２の内容の

(1)の新たな申請手数料といたしまして、ア

の有効期間の更新、またウ、エの旧免許状の

更新講習の修了確認、またカの更新講習の受

講免除につきましては3,300円、イの有効期

間の延長や、またオの旧免許状の修了確認期

限の延期などにつきましては1,700円として

いるところでございます。

なお、金額につきましては、九州各県同額

となる見込みでございます。

施行日につきましては、平成21年４月１日

となっておりますけれども、一部には条例の

公布の日から施行するものがございます。

この条例につきましては、一括して総務常

任委員会において審議されることとなってお

りますけれども、教育委員会に関する部分と

いう形で御報告させていただきました。

以上でございます。

○中村博生委員長 次に警察本部から、報告

事項④と⑤第91号議案熊本県収入証紙条例の

一部を改正する条例の制定について、説明を

お願いいたします。新藤交通企画課長。

○新藤交通企画課長 交通企画課でございま

す。

熊本県手数料条例の一部を改正する条例の

制定及び熊本県収入証紙条例の一部を改正す

る条例の制定について、お手元に資料を配付

しておりますので、これに基づき御説明いた

します。

まず、１ページをお願いいたします。

熊本県手数料条例第２条第623号の12に規

定します、自動車運転代行業の業務の適正化

に関する法律第４条に基づく自動車運転代行

業の認定申請に伴う審査手数料を、１万6,00

0円から１万3,000円に改正するものでありま

す。

これは地方分権計画に基づき、原則として
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３年ごとに行われます地方公共団体の手数料

の表示に関する政令に定める手数料標準額の

見直しが関係省庁を通じて検討が行われ、自

動車運転代行業を営もうとするものの法人に

よる申請が減少し、関係機関への調査照会等

に要する負担が軽減されたことにより、自動

車運転代行業の認定申請に対する審査手数料

が引き下げられたことから、改正が必要とな

ったものであります。この改正は、認定審査

手数料の額の改正であり、熊本県収入証紙条

例の改正は必要としておりません。

なお、施行日は４月１日を予定しておりま

す。

次に、３ページをお願いいたします。

熊本県手数料条例第２条第401号の条文か

ら、道路交通法第77条第１項の各号及び県規

則の引用部分を削除するものであります。こ

の規定は、道路使用許可の申請手数料を内容

としているもので、この条例では原則として

下位の規定である県規則を引用しておりませ

んので、表現の統一を図るため、県規則の引

用部分などを削除し、根拠規定である道路交

通法の規定のみの表現としたものでありま

。 、す 単に表現の統一を図るための改正であり

他の条例への波及はありません。

なお、施行日は公布の日を予定しておりま

す。

次に、５ページをお願いいたします。

熊本県手数料条例第２条第405号の２に規

定します道路交通法第97条の２第１項第３号

イ、または第101号の４第２項に基づく認知

、機能検査に伴う認知機能検査手数料650円と

同条第405号の３に規定します認知機能検査

員講習手数料、講習１時間につき700円の２

件を新設するものと、手数料条例第２条第41

4号の２に規定します道路交通法第108条の２

第２項の規定に基づく特定任意高齢者講習手

数料を1,400円から1,500円に改正するものな

ど、お手元の資料に記載しております５件の

手数料を改正するものであります。

これは平成19年６月20日に公布された道路

交通法の一部を改正する法律により新設され

た、75歳以上の運転者に対する認知機能検査

の導入が６月１日に施行されることに伴い、

認知機能検査に関連するそれぞれの手数料の

改正が必要となったものであります。

なお、施行日は認知機能検査員講習手数料

については４月１日、それ以外は６月１日を

予定しております。

次に、10ページをお願いいたします。

先に御説明しましたとおり、認知機能検査

手数料及び認知機能検査員講習手数料が新設

されることから、熊本県収入証紙条例の一部

改正が必要となったものであります。

なお、施行日は認知機能検査員講習手数料

が４月１日を、認知機能検査手数料が６月１

日を予定しております。

以上で、説明を終わらせていただきます。

○中村博生委員長 以上で、報告が終了いた

しましたので、質疑を受けたいと思います。

質疑はありませんか。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。

その他に入ります。何かありませんか。

○倉重剛委員 実は昨日、自民党県連主催に

よります来年度の国家予算の説明並びに意見

交換というのを、早朝からやりました。

そこで非常にいい意見が出ていたので、お

知らせをしておきたいなと実は思うんですけ

れども、先ほどから教育委員会、高校再編の

問題等々いろいろございますけれども、少子

高齢化それから財政難ということで、いろい

ろな形の社会現象というのがやっぱり、こう

やって高校再編までせざるを得ないという状

況下にあって、我々も苦しい立場にあるわけ

ですけれども、先ほど全員一致で基本計画の

実施に対しての決議文というのをやらせてい
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ただいたということで、紹介議員もある程度

それで面目を施されたかなという感じもする

んですけれども。

そこで、益城町の町長の住永さんが、なか

なかいい意見を言っておるんですよ。という

のは、ちょっと調べさせてもらったら、今、

町の年少人口が15％激減しているそうです

ね。それで高齢化率が全体で約22％、非常に

少子高齢化ということの現状があるというわ

けです。何とかせないかぬと。実は本来の説

明は熊本市との合併問題、政令都市問題に対

する、それに関連してのことだったんですけ

れども、しかしながら、児童減少をどうやっ

て図るかということで、町が職員宿舎を購入

して、そして小学生のいらっしゃる方々に募

集をしたんだって。それが数字がすごいんで

すよ。募集がいわゆる９世帯の募集に対して

38世帯の応募があったということで、現実的

には転入小学生が15人増加になったという、

これは珍しい事例なんですね。

だから、地域地域では、そういう努力もし

ていらっしゃるという状況下を踏まえて、や

っぱり今後の教育問題というのはそういう面

からでもサポートすべきものはサポートして

いくべきじゃないかなということを強く感じ

ました。私は、いい事例の発表だったと思う

んですね。

ぜひ教育長関係におかれましても、この実

情をよく把握していただいて、どういうシス

テム下でどういうことをやったのかと、いい

ことはひとつ見習っていただきたい、そして

現状の熊本の教育の向上にぜひ頑張っていた

だきたいなということを強く感じましたの

で、御披露方ぜひ調査をしておいていただき

たいなということを申し上げておきたいとい

うふうに思います。

、 、したがって それがきょう決議いただいた

例えば状況の変化を踏まえて見直すというこ

とがあり得ると、我々先ほどここで決議した

わけですから、その趣旨に沿ってぜひそうい

う事例もよく勉強していただきたいというこ

とを申し添えたいと思います。以上です。よ

ろしくお願いします。

○中村博生委員長 要望でいいですね。

ほかにありませんか。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

○中村博生委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。

最後に、陳情・要望書等一覧のとおり、陳

情書等が何件か提出されておりますので、参

考としてお手元に写しを配付しております。

それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。

午後０時54分閉会

○中村博生委員長 なお、きょうが最後の委

員会ということで、私より一言ごあいさつを

させていただければと思います。

長時間にわたり、お疲れさまでございまし

た。この１年間、各委員の先生方の御指導・

御協力によりまして、池田副委員長と円滑な

委員会運営をしてきたつもりでおります。

委員の皆さん方におかれましては、終始熱

心な御審議をいただきまして、本当にありが

とうございます。

また、教育委員会山本教育長、警察本部横

内本部長を初め執行部の皆さん方には大変御

協力いただきまして、本当に心から御礼申し

上げる次第でございます。

この１年間を振り返りますと、教育委員会

関係では高校再編の問題が一番であったろう

。 、と思います いろんな議論を交わされた中で

教育長が各地の意見交換会に出席していただ

いて、再編整備計画に基づいて一歩一歩着実

に再編統合に向かって進んでいるかというふ

うに認識しているところでございます。

本委員会でも、各委員の先生方から再三要

望もありましたとおり、そしてまた今回提出

することになりました決議案についても、今
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後も再編統合に伴う新校の開設予定時期ま

、 、で さらに地域の方々と意見交換をしながら

よりよい再編整備を進めていただきたいとい

うふうに、お願いするところでございます。

そしてまた 「くまもと『夢への架け橋』、

教育プラン」については、今後、本計画に基

づいて本県の教育のさまざまな課題を解決

し、新たな要請にも十分に対応していただく

よう、あわせてお願いいたします。

警察本部関係につきましても、安全で安心

に暮らせる熊本県を確立するために、各種施

策に取り組んでおられますことに対しまして

も、本当にありがたいというふうに思ってお

ります。

その結果、犯罪や交通事故等減少という、

本当に目に見える結果を出していただいてお

ります。この間においても、県警の皆さん方

の懸命な御努力のおかげであるというふう

に、御礼申し上げる次第でございます。

今回、県民を振り込め詐欺から守る条例議

案が提出されておりますけれども、今後こう

いった振り込め詐欺被害がどんどん大きくな

っていくというふうに思っておりますけれど

も、この治安情勢はますます本当に悪くなる

という厳しいものがあるかと思いますけれど

も、今後もこの対策については、引き続き安

全・安心くまもと実現計画に基づいて、治安

回復に各種警察活動に強力に進めていただけ

ればというふうに思っております。

また、委員会の管外視察についても、個性

、 、ある中高一貫校 そしてまた集中留置施設等

先進的な学校施設を視察させていただきまし

て、本当に委員会としても今後の県内におけ

る、特に高校再編も含めまして、新熊本東警

察署も控えておりますので、十分にこの視察

のことで反映していただけるものというふう

に思っておりますので、どうぞよろしくお願

いしたいというふうに思います。

県財政、大変厳しい中でございますけれど

も、世界的な不況とよく言われますが、県財

政をも直撃しております。まだまだ先が見え

ない状況でありますけれども、不適正な経理

処理の問題も発覚しましたけれども、教育委

員会、警察本部とも今回の件を真摯に受けと

めておられるようでございますので、今後と

もさらなるそれぞれの教育委員会、警察本部

としてのこれを確立していただければ、私は

こういったことは２度と繰り返されないとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

最後になりますけれども、委員の先生方そ

してまた執行部の皆さん方のますますの御健

勝・御活躍を御祈念申し上げまして、簡単で

ございますけれども御礼のごあいさつにかえ

させていただきたいと思います。

１年間、本当にお世話になりました。あり

がとうございました。

午後１時０分

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

文教治安常任委員会委員長


